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ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
樹
立
と
憲
法
制
定
議
会

憲
法
制
定
議
会
選
挙
の
経
過
と
結
果

召
還
権
間
題
に
つ
い
て

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
か
、
憲
法
制
定
議
会
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
文
中
、
黒
丸
傍
点
は
原
著
者
、

ロ
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
ロ

白
丸
傍
点
は
早
川
に
よ
る
も
の
で
あ
る
）

　
一
九
一
七
年
十
月
二
四
日
か
ら
二
五
日
に
か
け
て
の
ソ
ヴ
ェ
ト
軍
事
革
命
委
員
会
を
基
軸
と
す
る
果
敢
な
活
動
に
よ
っ
て
、
・
シ
ア
の

国
家
権
力
は
労
農
人
民
の
掌
中
に
入
っ
た
。
二
五
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二
回
全
・
シ
ア
労
兵
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
が
発
し
た
『
労
働
者
、
兵

士
、
農
民
諸
君
へ
！
』
と
い
う
著
名
な
ア
ッ
ピ
ー
ル
に
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
が
「
適
当
な
時
期
に
憲
法
制
定
議
会
を
召
集
す
る
こ
と
を
保
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障
」
す
る
と
明
記
さ
れ
て
い
た
。
同
時
に
採
択
さ
れ
た
『
平
和
に
つ
い
て
の
布
告
』
に
関
す
る
レ
ー
ニ
ン
の
結
語
に
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

て
の
講
和
提
案
を
憲
法
制
定
議
会
に
も
ち
こ
ん
で
そ
の
決
定
に
ゆ
だ
ね
よ
う
」
と
の
一
節
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
『
土
地
に
つ
い
て
の
布
告
』

も
同
様
で
あ
り
、
特
に
社
会
革
命
党
（
エ
ス
エ
ル
）
の
草
し
た
「
土
地
問
題
は
全
人
民
的
憲
法
制
定
議
会
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
全
範
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

に
わ
た
っ
て
解
決
さ
れ
う
る
」
と
い
う
文
言
が
そ
の
ま
ま
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
『
労
農
政
府
創
設
に
つ
い
て
の
決
定
』
は
、
「
憲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

法
制
定
議
会
が
召
集
さ
れ
る
ま
で
、
国
を
統
治
す
る
た
め
に
、
臨
時
労
農
政
府
を
創
設
し
、
こ
れ
を
人
民
委
員
会
議
と
呼
ぶ
」
と
宣
し
て

い
る
Q

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
樹
立
さ
れ
た
新
労
農
政
府
が
臨
時
的
性
格
を
帯
び
、
権
力
の
最
終
的
な
基
本
構
成
は
、
憲
法
制
定
議
会
の
召
集
を

待
っ
て
初
め
て
な
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
の
故
に
、
憲
法
制
定
議
会
が
ソ
ヴ
ェ
ト
及
び
ソ
ヴ
ェ
ト
政

府
に
優
越
す
る
こ
と
を
導
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
き
な
し
か
も
決
定
的
な
誤
謬
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
、
先
の
ソ
ヴ
ェ

ト
大
会
諸
決
定
に
内
在
す
る
本
質
的
論
理
に
背
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
大
会
決
定
に
は
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
よ
り
合
法
則
的
な
実
現

に
向
け
て
、
過
渡
的
権
力
と
し
て
の
臨
時
政
府
を
強
化
発
展
さ
せ
る
機
関
と
し
て
の
役
割
が
憲
法
制
定
議
会
に
存
す
る
と
い
う
論
理
が

貫
か
れ
て
い
る
。
プ
・
レ
タ
リ
ア
独
裁
自
体
が
「
臨
時
的
」
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
政
府
と
し
て
の
権
力
的
表
現
形
態
の
過

渡
的
性
格
か
ら
「
臨
時
政
府
」
と
宣
せ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
軍
事
革
命
委
員
会
と
労
兵
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
臨

時
政
府
は
、
労
働
者
階
級
の
最
良
の
同
盟
部
隊
で
あ
る
広
汎
な
貧
・
小
農
層
ー
組
織
的
に
は
・
シ
ア
農
民
代
議
員
ソ
ヴ
ェ
ト
ー
の
公

式
の
支
持
承
認
を
獲
得
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
革
命
の
利
益
は
、
い
か
な
る
形
式
論
よ
り
重
た
い
も
の
で
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あ
る
が
、
新
政
府
の
階
級
的
・
社
会
的
基
礎
の
全
的
な
形
成
と
充
実
と
い
う
豊
か
な
内
容
を
盛
っ
た
形
式
論
は
、
革
命
の
利
益
に
真
に
一



致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
憲
法
制
定
議
会
の
召
集
は
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
合
法
則
的
で
円
滑
な
創
出
の
現
実
的
な
主
要
件
の
一
環
と
さ
れ
つ
つ
も
、

階
級
情
勢
の
質
的
な
諸
転
換
に
対
応
し
て
、
一
層
有
機
的
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
構
成
物
に
成
長
す
る
契
機
と
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
独
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

へ
の
敵
対
物
に
転
化
し
て
強
力
的
に
、
も
し
く
は
合
法
的
に
解
消
さ
れ
る
契
機
と
を
同
時
に
内
包
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
プ
・
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
創
出
過
程
に
お
け
る
憲
法
制
定
議
会
の
位
置
を
検
討
す
る
際
、
レ
ー
ニ
ン
の
「
結
合
型
」
理
論
が
現
実
的
実
践
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上
い
か
な
る
有
効
性
を
持
ち
、
真
理
性
を
有
し
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
有
益
で
あ
り
、
重
要
で
あ
る
。
「
結
合
型
」
理
論
と

は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
国
家
と
革
命
の
理
論
を
土
台
と
し
て
、
民
主
主
義
・
社
会
主
義
革
命
の
・
シ
ア
的
特
質
に
規
定
さ
れ
た
ボ
リ
シ
ェ

ヴ
ィ
キ
の
権
力
構
想
の
実
践
的
な
環
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
コ
ン
ミ
ュ
！
ン
的
原
則
の
大
衆
的
実
践
に
媒
介
さ
れ
た
・
シ

ア
・
プ
・
独
裁
の
創
出
が
、
い
か
に
具
体
的
に
措
定
さ
れ
、
物
質
化
さ
れ
得
る
か
と
い
う
問
題
に
対
応
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
過
程

は
、
決
し
て
機
械
的
、
単
線
的
な
も
の
で
は
な
く
、
生
き
た
現
実
の
複
雑
な
運
動
と
し
て
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
社
会
発
展
の
弁

証
法
が
貫
か
れ
て
い
た
。
レ
ー
ニ
ソ
は
事
物
の
運
動
の
解
明
に
際
し
て
、
常
に
唯
物
論
的
・
弁
証
法
的
見
地
を
堅
持
し
た
。
そ
れ
は
一
般

に
「
発
展
の
理
論
」
と
い
う
呼
称
を
獲
得
し
て
い
る
。
階
級
的
実
力
に
基
づ
く
二
重
権
力
の
現
実
的
止
揚
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
「
ソ

ヴ
ェ
ト
権
力
－
質
と
し
て
の
プ
・
レ
タ
リ
ァ
独
裁
」
と
、
労
兵
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
を
媒
介
に
し
て
形
成
さ
れ
た
「
臨
時
労
農
政
府
－
直

接
的
存
在
形
態
と
し
て
の
人
民
委
員
会
議
」
と
は
、
こ
の
発
展
理
論
に
即
し
て
論
理
的
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に
両
者
は
、

プ
・
レ
タ
リ
ァ
独
裁
の
本
質
と
現
象
形
態
の
相
関
と
し
て
の
レ
ベ
ル
、
及
び
プ
・
独
裁
の
・
シ
ア
的
表
現
と
そ
の
端
緒
の
相
関
と
し
て
の

レ
ベ
ル
と
い
う
二
重
の
論
理
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。
「
臨
時
」
の
句
を
根
拠
に
し
て
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
憲
法
制
定
議
会
権
力
へ
の
解
消
と
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か
、
両
者
の
二
重
政
体
化
を
必
然
視
・
正
当
視
す
る
論
者
の
多
く
が
、
こ
の
論
理
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
と
言

　
の

え
嶽
。

　
次
に
こ
の
二
重
の
論
理
を
検
証
す
る
た
め
に
も
、
憲
法
制
定
議
会
の
選
挙
に
至
る
過
程
を
幾
つ
か
の
論
点
に
分
け
て
検
討
す
る
。

　
第
一
の
論
点
は
、
客
観
的
な
階
級
情
勢
の
質
及
び
国
家
論
の
レ
ベ
ル
で
の
移
行
形
態
の
可
能
性
の
角
度
か
ら
す
る
「
結
合
型
」
理
論
の

検
討
で
あ
る
。
旧
臨
時
政
府
（
ケ
レ
ン
ス
キ
ー
政
権
）
が
蜂
起
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
地
点
に
お
い
て
、
新
臨
時
政
府
の
本
質
は
プ
・
レ
タ

リ
ア
独
裁
の
国
家
と
し
て
あ
っ
た
。
レ
ー
ニ
ン
は
、
十
月
二
五
日
の
ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
労
兵
ソ
ヴ
ェ
ト
の
会
議
で
次
の
よ
う
に
報
告
し
て

い
る
。

　
「
被
抑
圧
大
衆
自
身
が
自
分
で
権
力
を
つ
く
り
だ
す
で
あ
ろ
う
。
旧
国
家
機
関
は
根
本
的
に
粉
砕
さ
れ
ソ
ヴ
ェ
ト
組
織
と
い
う
新
し
い

統
治
機
関
が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
「
・
シ
ア
で
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
す
ぐ
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
社
会
主
義
国
家
の
建
設
に
従
事
し

　
　
　
　
　
　
　
　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
革
命
に
お
け
る
権
力
移
行
の
階
梯
性
と
現
実
形
態
は
、
歴
史
に
お
け
る
可
能
性
と
現
実
性
、
必
然
性
と
偶
然
性
の
弁
証
法
の
絡
み
合
い

に
よ
っ
て
常
に
表
現
さ
れ
る
。
二
重
権
力
の
止
揚
の
可
能
性
は
、
平
和
移
行
の
条
件
の
消
滅
、
革
命
主
体
の
形
成
等
の
要
因
に
基
づ
き
、

両
首
都
で
の
蜂
起
を
起
動
力
と
し
て
、
現
実
性
に
転
化
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
伴
っ
て
、
一
挙
に
社
会
主
義
的
性
質
を
有
す
る
ソ
ヴ
ェ
ト

権
力
が
生
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法
制
定
議
会
の
歴
史
的
性
格
と
役
割
も
ま
た
大
き
く
転
換
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主

共
和
制
の
主
環
と
し
て
予
定
さ
れ
た
憲
法
制
定
議
会
は
、
必
然
的
に
未
来
へ
の
発
展
よ
り
以
上
に
過
去
へ
の
反
動
の
色
彩
を
濃
く
す
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
「
議
会
」
は
こ
の
時
点
で
、
階
級
闘
争
を
規
定
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
窮
極
的
に
決
定
す
る
こ
と
は



で
き
な
か
っ
た
。
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
樹
立
さ
れ
た
時
点
で
は
、
憲
法
制
定
議
会
に
よ
る
人
民
の
事
業
へ
の
積
極
的
貢
献
の
可
能
性
は
確
か

に
後
退
し
て
い
た
。
だ
が
同
議
会
は
依
然
と
し
て
、
十
月
革
命
前
に
お
け
る
人
民
闘
争
の
前
進
の
指
標
と
し
て
有
し
た
性
格
自
体
を
否
定

さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
独
裁
と
し
て
の
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
最
終
的
勝
利
に
と
っ
て
有
効
な
役
割
を
果
た
し
得
る
新

た
な
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
農
村
革
命
の
勝
利
に
寄
与
す
る
と
い
う
新
た
な
歴
史
的
任
務
で
あ
る
。
真
の

「
人
民
革
命
」
の
完
遂
を
通
じ
て
社
会
主
義
建
設
を
お
し
進
め
る
た
め
に
は
、
農
村
に
お
け
る
「
社
会
革
命
」
の
徹
底
が
不
可
避
的
な
こ

と
で
あ
っ
た
。
農
民
ソ
ヴ
ェ
ト
が
エ
ス
エ
ル
を
中
心
と
す
る
右
翼
的
中
間
派
に
い
ま
だ
握
ら
れ
て
お
り
、
労
兵
ソ
ヴ
ェ
ト
と
の
同
盟
の
存

在
し
な
い
段
階
で
、
全
国
規
模
で
の
人
民
議
会
の
選
挙
カ
ン
パ
ニ
ア
は
、
農
村
に
お
け
る
階
級
闘
争
の
性
質
と
課
題
を
明
確
に
し
、
労
農

同
盟
の
新
た
な
前
進
の
獲
得
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
議
会
は
、
反
革
命
派
の
跳
梁
を
一
定
程
度
許
容
す
る
と
い
う
負
の
側
面

を
は
る
に
上
回
る
積
極
面
を
有
し
て
い
た
。
同
議
会
に
は
、
当
時
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
が
最
も
欲
し
た
被
抑
圧
階
級
の
総
団
結
、
と
り
わ
け
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ

働
者
階
級
と
貧
・
小
農
層
と
の
階
級
的
団
結
を
促
進
す
る
任
務
が
付
与
さ
れ
た
。
可
能
性
の
第
二
は
、
議
会
に
対
す
る
人
民
の
政
治
的
態

度
の
前
進
を
促
す
こ
と
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
人
民
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
運
動
を
通
じ
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
民
主
主
義
の
最
良
の
も
の
を
身
に
つ
け

つ
つ
あ
っ
た
一
方
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
成
熟
を
充
分
に
獲
得
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
も
あ
っ
た
。
「
議
会
主
義
」
は
、
共

産
主
義
者
に
は
「
寿
命
の
つ
き
た
も
の
」
で
あ
っ
て
も
、
階
級
や
大
衆
に
と
っ
て
「
寿
命
の
つ
き
た
も
の
」
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の

　
　
⑯

で
あ
る
。
二
重
権
力
状
態
の
下
で
憲
法
制
定
議
会
を
待
た
ず
に
蜂
起
し
た
前
衛
部
隊
に
対
し
て
第
二
回
全
露
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
が
確
固
た
る

支
持
を
表
明
し
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
政
権
を
託
し
た
時
、
・
シ
ア
の
勤
労
大
衆
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
議
会
主
義
を
確
実
に
踏
破
し
て
新
た

な
政
治
意
識
を
獲
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
農
民
を
は
じ
め
と
す
る
勤
労
人
民
全
体
か
ら
議
会
主
義
を
一
掃
し
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た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
苛
酷
な
政
治
的
経
済
的
条
件
の
中
を
、
ひ
た
す
ら
民
主
的
な
人
民
代
表
機
関
の
実
現
を
目
指
し
て
歩
ん
で
き
た

人
民
大
衆
が
、
十
月
変
革
の
過
程
で
政
治
的
要
求
の
主
要
な
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
自
ら
の
憲
法
制
定
議
会
を
今
こ
そ
手
に
し
よ
う
と
し

た
こ
と
は
、
不
自
然
な
こ
と
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
人
民
は
現
実
の
階
級
闘
争
を
通
じ
て
の
み
成
長
し
得
る
し
、
ま
た
そ
う
せ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
二
つ
の
可
能
性
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
十
月
革
命
の
諸
成
果
を
急
速
に
ロ
シ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
価

全
土
に
伝
播
さ
せ
る
可
能
性
の
実
現
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
の
論
点
は
、
過
渡
期
の
社
会
主
義
建
設
と
そ
の
防
衛
を
、
労
農
大
衆
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
指
導
的
・
自
覚
的
に
担
う
部
隊

で
あ
る
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
党
自
体
の
政
治
的
・
思
想
的
強
化
と
の
関
連
で
、
憲
法
制
定
議
会
を
把
え
る
こ
と
で
あ
る
。
十
月
革
命
直
後
の

同
党
内
に
は
、
「
立
憲
的
幻
想
」
を
基
礎
に
し
た
政
治
的
右
翼
日
和
見
主
義
が
再
度
発
生
し
、
政
府
構
成
の
問
題
を
中
心
に
党
の
路
線
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

変
更
を
迫
っ
た
の
だ
っ
た
。
同
党
中
央
委
員
会
内
に
少
数
な
が
ら
「
反
対
派
」
を
形
成
し
た
カ
ー
メ
ネ
フ
、
ジ
ノ
ヴ
ィ
エ
フ
、
ル
イ
コ

フ
、
ノ
ー
ギ
ン
ら
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
議
会
主
義
の
見
地
か
ら
状
況
を
「
解
釈
」
し
、
そ
こ
か
ら
路
線
を
「
考
案
」
す
る
こ
と
を
得
意
と

し
た
。
「
反
対
派
」
は
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
！
ト
の
階
級
的
団
結
、
農
村
で
の
社
会
主
義
革
命
の
遂
行
、
プ
・
独
裁
権
力
の
強
化
と
い
う
視

座
を
棚
上
げ
し
て
、
憲
法
制
定
議
会
召
集
に
よ
る
名
目
的
合
法
性
と
多
党
制
政
府
に
よ
る
見
せ
か
け
の
安
定
性
の
み
を
要
求
し
た
。
だ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
の

第
二
回
全
露
労
兵
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
は
、
勤
労
人
民
の
名
と
力
に
お
い
て
「
臨
時
労
農
政
府
」
を
樹
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
大
会
は
勤
労
人

民
の
意
思
に
基
づ
き
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
党
に
政
府
構
成
を
委
ね
た
。
新
臨
時
政
府
が
こ
う
し
た
人
民
の
意
思
と
力
を
淵
源
と
す
る
か
ら
こ

そ
、
新
権
力
が
プ
・
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
端
緒
的
権
力
形
態
で
あ
り
得
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
せ
ぬ
「
反
対
派
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
プ
・
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
思
想
と
理
論
に
大
き
な
弱
点
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
エ
ス



エ
ル
左
派
へ
の
政
府
参
加
要
請
が
公
式
に
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
革
命
直
後
の
き
わ
め
て
困
難
な
時
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
と
新
政
府

が
人
民
の
階
級
的
総
団
結
と
革
命
的
合
法
性
の
追
求
の
た
め
に
最
大
限
の
努
力
を
傾
注
し
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
一
方

メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
や
エ
ス
エ
ル
右
派
等
は
、
第
二
回
大
会
を
途
中
退
場
し
て
自
ら
人
民
の
意
思
と
決
定
に
背
を
向
け
て
し
ま
っ
て
い
た
が

故
に
、
新
連
立
政
府
構
成
の
資
格
を
事
実
上
放
棄
し
た
結
果
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
諸
党
が
新
臨
時
政
府
に
対
す
る
コ
党
独
裁
」

の
非
難
を
唯
一
の
拠
り
所
と
す
る
攻
撃
を
開
始
し
た
こ
と
は
、
い
か
な
る
意
味
を
有
し
て
い
た
か
。
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
「
純
粋
」
民

主
主
義
崇
拝
と
小
ブ
ル
ジ
ア
的
不
満
と
の
融
合
体
で
あ
り
、
反
革
命
的
旧
勢
力
の
策
動
に
最
大
限
の
「
ひ
さ
し
」
を
貸
す
こ
と
の
み
を
意

味
し
て
い
た
。
カ
ー
メ
ネ
フ
ら
「
反
対
派
」
が
こ
う
し
た
政
治
的
潮
流
の
威
嚇
と
懇
願
に
影
響
さ
れ
や
す
い
下
地
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は

先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
出
版
問
題
、
ヴ
ィ
ク
ジ
ェ
リ
間
題
等
を
ひ
き
あ
い
に
出
し
、
要
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
に
反
対
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
の
た
め
に
、
ノ
ー
ギ
ン
、
ル
イ
コ
フ
ら
は
人
民
委
員
を
辞
職
す
る
挙
に
で
た
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
十
月
蜂
起
の
勝
利
で
鍛
え
済
み
の

ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
党
に
お
い
て
、
彼
ら
の
路
線
の
勝
算
が
き
わ
め
て
乏
し
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
最
初
の
政
府
危
機
に
際
し
て
、
新
臨
時
政
府
と
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
党
は
、
農
村
革
命
の
開
始
、
農
民
ソ
ヴ
ェ
ト
の
革
命
派
へ

の
合
流
、
中
間
左
派
勢
力
（
エ
ス
エ
ル
左
派
等
）
の
統
一
戦
線
へ
の
組
織
化
、
中
間
右
翼
勢
力
内
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
議
会
主
義
待
望
論
の
破

砕
、
そ
し
て
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
内
部
に
根
強
く
巣
く
う
「
立
憲
的
幻
想
」
の
実
践
的
克
服
を
目
指
し
て
、
憲
法
制
定
議
会
の
全
国
的
選
挙

カ
ン
パ
ニ
ア
と
い
う
短
期
の
集
中
的
政
治
戦
を
提
起
し
た
の
だ
っ
た
。

　
第
三
の
論
点
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
・
旧
地
主
の
反
革
命
ブ
・
ッ
ク
の
「
二
面
作
戦
」
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
な
く
、
現
実
の
政
治

戦
、
階
級
闘
争
を
通
じ
て
徹
底
的
に
粉
砕
す
る
こ
と
に
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
。
彼
ら
は
影
響
力
の
残
存
す
る
モ
ス
ク
ワ
周
辺
、
南
部
・
東
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部
ロ
シ
ア
地
域
で
武
装
反
革
命
を
具
体
的
に
準
備
す
る
一
方
で
、
中
間
右
派
勢
力
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
要
求
の
陰
に
隠
れ
て
巧
み
な
反
政

府
煽
動
を
組
織
し
て
い
た
。
そ
の
際
彼
ら
が
一
貫
し
て
引
延
ば
し
て
き
た
憲
法
制
定
議
会
選
挙
が
、
残
さ
れ
た
最
も
有
効
な
武
器
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
の

位
置
づ
け
ら
れ
た
。
「
ソ
ヴ
ェ
ト
武
装
蜂
起
の
不
法
性
」
と
い
う
非
難
と
「
憲
法
制
定
議
会
の
民
主
性
」
の
要
求
と
か
ら
な
る
彼
ら
の
策

動
は
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
諸
党
派
を
右
か
ら
つ
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
政
府
の
崩
壊
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
内
部
分
裂
、
農
村
に
お

け
る
混
乱
と
を
狙
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ミ
ン
ツ
は
次
の
よ
う
に
こ
の
事
情
を
要
約
し
て
い
る
。

　
「
カ
デ
ッ
ト
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
直
ち
に
憲
法
制
定
議
会
の
選
挙
を
取
消
す
こ
と
を
願
っ
た
。
そ
う
す
れ
ば
民
主
主
義
の
侵
害
と

し
て
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
を
非
難
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
だ
が
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
は
反
対
者
の
宿
望
を
看
破
し
た
。
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
議
会
を
召
集
す
る
と
い
う
己
の
約
束
を
放
棄
し
は
し
な
か
っ
た
。
」

　
第
四
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
さ
な
か
に
生
ま
れ
で
た
社
会
主
義
国
家
の
国
際
的
諸
条
件
の
顧
慮
が
必
要
で
あ
る
。
侵
略
の
直
接
当
事

者
で
あ
る
ド
イ
ッ
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
も
、
連
合
国
で
あ
る
英
・
仏
・
米
・
日
等
の
諸
列
強
が
、
対
独
戦
線
保
持
に
名
を
借
り
て
ロ
シ

ア
ヘ
の
政
治
・
軍
事
両
面
か
ら
の
干
渉
に
の
り
だ
す
こ
と
は
必
至
で
あ
っ
た
。
諸
列
強
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
社
会
主
義
・
シ
ア
を
望

ま
ず
事
態
を
憂
慮
の
目
で
注
視
し
て
い
た
。
だ
が
旧
臨
時
政
府
の
果
た
し
得
な
か
っ
た
ロ
シ
ア
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
の
あ
か
し
で
あ

る
憲
法
制
定
議
会
を
初
め
て
地
上
の
も
の
と
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
新
政
府
に
対
し
、
政
治
的
・
経
済
的
圧
力
を
加
え
つ
つ
も
、
直
接
手

だ
し
を
す
る
こ
と
は
で
き
ず
に
い
た
。
最
悪
の
場
合
で
も
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
勢
力
が
主
導
権
を
握
る
憲
法
制
定
議
会
の
出
現
を
待
つ
こ
と
に

よ
っ
て
、
列
強
の
利
益
は
充
分
保
障
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
第
二
回
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
の
諸
布
告
は
、
人
民
の
意
思
を
全
面
的
に
表
現
し

つ
つ
、
国
際
的
矛
盾
の
網
の
目
を
、
一
分
の
隙
も
見
せ
る
こ
と
な
く
突
破
し
た
の
で
あ
る
。



　
以
上
の
四
点
に
集
約
さ
れ
る
政
治
的
契
機
の
下
に
、
人
民
委
員
会
議
と
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
党
中
央
委
員
会
は
、
十
月
二
七
日
に
憲
法
制

定
議
会
の
選
挙
施
行
に
関
す
る
特
別
決
定
を
採
択
し
、
総
選
挙
が
同
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
政
府
決
定
の

全
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
農
民
代
議
員
の
同
感
を
以
て
労
働
者
・
兵
士
代
議
員
全
・
シ
ア
大
会
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
共
和
国
政
府
の
名
に
お
い
て
、
ソ
ヴ
ェ
ト

人
民
委
員
会
議
は
（
以
下
の
如
く
）
決
定
す
る
。
ω
憲
法
制
定
議
会
の
選
挙
は
、
定
め
ら
れ
た
期
日
、
即
ち
十
一
月
十
二
目
に
施
行
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
②
全
て
の
選
挙
委
員
会
、
地
方
自
治
機
関
、
労
働
者
・
兵
士
代
議
員
ソ
ヴ
ェ
ト
、
農
民
代
議
員
ソ
ヴ
ェ
ト
及
び
前

線
兵
士
機
関
は
、
定
め
ら
れ
た
期
日
に
お
け
る
憲
法
制
定
議
会
選
挙
の
自
由
か
つ
適
法
的
な
施
行
を
確
保
す
る
た
め
に
全
力
を
傾
注
し
な

　
　
　
　
　
　
圃

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
十
月
革
命
直
前
に
選
挙
委
員
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
各
党
候
補
者
名
薄
に
よ
っ
て
、
同
委
員
会
の
管
理
の
下
に
、
各
政
党
は
各
々
の
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

惑
を
ひ
め
つ
つ
約
二
週
間
の
政
治
戦
に
取
組
ん
だ
。
こ
こ
で
十
月
二
七
日
政
府
決
定
に
基
づ
き
「
選
挙
委
員
会
と
市
ド
ゥ
ー
マ
と
に
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

管
理
義
務
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
は
最
終
的
保
証
の
た
め
に
ソ
ヴ
ェ
ト
と
軍
事
委
員
会
に
も
ま
た
そ
の
義
務
を
負
わ
せ
た
」

こ
と
の
意
味
は
非
常
に
大
き
い
と
言
え
よ
う
Q

　
だ
が
選
挙
委
員
会
は
、
旧
政
府
の
最
後
の
合
法
的
な
砦
と
し
て
の
役
割
を
頑
強
に
追
求
し
た
。
全
・
シ
ア
選
挙
委
員
会
は
二
度
に
わ
た

る
人
民
委
員
会
議
か
ら
の
報
告
要
求
を
無
視
す
る
一
方
で
、
地
下
に
潜
っ
た
旧
政
府
メ
ン
バ
ー
と
常
時
接
触
を
維
持
し
、
憲
法
制
定
議
会

　
　
　
全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
一



　
　
　
全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
二

の
召
集
権
が
旧
政
府
に
あ
る
か
の
よ
う
に
み
せ
か
け
よ
う
と
し
た
。
委
員
長
の
ア
ビ
コ
フ
及
び
副
委
員
長
の
ナ
ボ
コ
フ
は
、
そ
の
権
限
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
α

最
大
限
に
利
用
し
て
の
「
合
法
的
」
反
政
府
活
動
に
執
着
し
た
。
地
方
選
挙
委
員
会
も
ま
た
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
影
響
下
に
な
い
地
域

で
、
自
ら
選
挙
規
程
を
揉
舗
す
る
行
動
を
し
ば
し
ば
と
っ
た
。
選
挙
人
名
薄
の
作
為
的
遺
漏
、
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
候
補
者
名
薄
の
隠
匿
、

他
党
に
ょ
る
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
詐
称
、
文
盲
を
利
用
し
て
の
詐
術
が
横
行
し
た
。
さ
ら
に
農
民
の
信
仰
心
を
利
用
し
た
僧
侶
た
ち
の
画

　
　
　
　
　
⑳

策
が
加
わ
っ
た
。

　
こ
の
深
刻
な
政
治
戦
（
期
間
を
限
定
し
て
の
公
然
た
る
階
級
闘
争
）
の
過
程
で
、
・
シ
ア
最
大
の
政
党
で
あ
っ
た
社
会
革
命
党
（
エ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

エ
ル
）
が
左
右
に
組
織
分
裂
を
起
こ
し
、
新
た
に
「
左
翼
社
会
革
命
党
臨
時
中
央
ビ
ュ
ー
・
1
」
が
成
立
し
た
。
選
挙
戦
の
さ
な
か
に
発

生
し
た
こ
の
事
態
は
、
名
薄
変
更
の
技
術
的
不
可
能
性
か
ら
、
存
在
し
て
い
な
い
党
ー
左
右
分
裂
以
前
の
社
会
革
命
党
の
統
一
候
補
者

名
薄
（
左
右
両
派
の
メ
ン
バ
ー
が
混
在
し
て
い
る
名
薄
）
の
支
持
・
不
支
持
を
選
挙
民
に
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
選
挙
後
の
大
き
な
政
治

的
争
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
回
憲
法
制
定
議
会
の
選
挙
結
果
は
、
選
挙
委
員
会
が
旧
臨
時
政
府
の
組
織
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
多
民
族
か
ら
な
る
広
大
な

領
域
、
通
信
網
及
び
記
帳
組
織
の
不
備
、
さ
ら
に
選
挙
後
の
激
し
い
内
乱
等
々
の
悪
条
件
か
ら
、
い
ま
だ
完
全
な
統
計
資
料
は
得
ら
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
現
在
ま
で
に
積
重
ね
ら
れ
て
き
た
資
料
発
掘
と
研
究
作
業
に
よ
り
ほ
ぼ
そ
の
全
容
は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鮒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図

表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
⑥
一
九
一
八
年
の
ス
ヴ
ャ
チ
ツ
キ
ー
に
よ
る
集
計
、
⑥
そ
れ
に
基
礎
を
お
い
た
レ
：
ニ
ン
の
研
究
、
◎
一
九
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

0

0
年
の
十
月
革
命
ア
ル
ヒ
ー
フ
主
催
下
の
統
計
、
⑥
一
九
四
〇
－
四
一
年
の
『
国
内
戦
史
』
編
集
委
員
会
の
集
計
、
＠
一
九
五
〇
年
の
ア
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

リ
ヵ
の
・
シ
ア
史
研
究
者
で
あ
る
ラ
ド
キ
ー
の
研
究
、
ω
そ
の
後
に
お
け
る
ソ
連
共
産
党
中
央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク
ス
．
レ
ー
ニ
ン
主
義



　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
①

研
究
所
に
よ
る
作
業
、
⑧
一
九
六
五
年
の
ゴ
・
ジ
ェ
ツ
キ
ー
の
研
究
、
㈲
一
九
六
七
年
に
発
表
さ
れ
た
ス
ピ
【
リ
ン
の
総
括
的
統
計
等
が

あ
げ
ら
れ
る
。
ス
ピ
ー
リ
ン
に
よ
る
統
計
は
、
最
新
の
包
括
的
な
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
選
挙
結
果
は
、
エ
ス
エ
ル
党
、
選
挙
委
員
会
、
選
挙
準
備
期
間
等
の
重
要
な
問
題
を
含
み
つ
つ
も
な
お
当
時
の
・
シ
ア
に
お
け
る
階
級

関
係
及
び
政
治
状
況
を
一
面
で
リ
ア
ル
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
レ
ー
ニ
ン
は
後
年
、
同
選
挙
を
本
格
的
に
総
括
し
た
論
文
『
憲
法
制
定

議
会
の
選
挙
と
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の

　
「
憲
法
制
定
議
会
の
選
挙
に
つ
い
て
の
資
料
は
、
そ
れ
を
利
用
す
る
能
力
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
読
む
能
力
さ
え
あ
れ
ば
、
階
級
闘
争

の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の

に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
学
説
の
基
本
的
真
理
を
、
か
さ
ね
て
わ
れ
わ
れ
に
し
め
し
て
く
れ
る
。
」
「
一
九
一
七
年
十
一
月
の
憲
法
制

定
議
会
の
選
挙
と
、
一
九
一
七
年
十
月
か
ら
一
九
一
九
年
十
二
月
ま
で
の
・
シ
ア
に
お
け
る
プ
・
レ
タ
リ
ァ
革
命
の
発
展
と
を
つ
き
あ
わ

せ
て
み
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
資
本
主
義
国
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
議
会
制
度
と
プ
・
レ
タ
リ
ア
革
命
と
に
関
係
す
る
い
く
つ
か
の
結
論
を
く
だ
す
こ

　
　
　
　
国

と
が
で
き
る
。
」

　
七
八
選
挙
区
の
う
ち
、
資
料
未
発
掘
の
十
一
選
挙
区
を
除
い
た
六
七
選
挙
区
に
お
い
て
、
四
四
四
三
互
三
二
〇
九
票
が
投
ぜ
ら
れ
た
、
、

全
・
シ
ア
の
有
権
者
総
数
は
約
九
千
万
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
全
体
と
し
て
五
〇
％
を
上
ま
わ
る
投
票
率
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

都
市
部
で
は
平
均
五
〇
％
の
投
票
率
で
あ
っ
た
が
、
ペ
ト
・
グ
ラ
ー
ド
で
七
一
％
、
モ
ス
ク
ワ
で
六
五
・
四
％
に
達
し
た
こ
と
は
注
目
さ

れ
る
。
一
方
農
村
部
に
お
い
て
は
六
〇
1
八
○
％
の
間
で
あ
っ
た
。
次
に
各
政
党
の
全
国
的
得
票
率
に
つ
い
て
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が

二
四
・
○
％
、
エ
ス
エ
ル
が
実
に
四
〇
・
四
％
、
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
ニ
・
六
％
、
カ
デ
ッ
ト
四
・
七
％
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
民
族
主
義
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
團

団
体
一
三
・
五
％
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
民
族
主
義
諸
団
体
七
・
三
％
、
そ
の
他
七
・
五
％
で
あ
っ
た
。

　
　
　
全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
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会
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挙
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諸
問
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三
二
三



　
　
　
全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
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ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
四

　
結
果
に
対
す
る
評
価
の
基
軸
は
、
激
し
く
転
換
す
る
階
級
闘
争
の
中
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
藤
田
勇
教
授
が
強
調
さ
れ
て

　
　
　
　
團

い
る
よ
う
に
、
レ
ー
ニ
ン
が
こ
の
結
果
を
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
「
勝
利
」
と
し
て
評
す
る
内
容
を
さ
ら
に
深
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

レ
！
ニ
ン
の
言
う
「
勝
利
」
と
は
、
「
階
級
闘
争
と
社
会
主
義
の
見
地
」
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
全
体
的
評
価
の

指
標
と
し
て
＠
プ
・
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
形
成
・
強
化
、
⑥
農
村
に
お
け
る
社
会
主
義
革
命
の
遂
行
、
＠
労
農
同
盟
の
発
展
、
⑥
ボ
リ
シ
ェ

ヴ
ィ
キ
内
に
あ
る
「
立
憲
的
幻
想
」
の
克
服
と
党
内
団
結
の
前
進
、
＠
軍
隊
の
一
層
の
革
命
化
、
ω
経
済
的
変
革
、
特
に
労
働
者
統
制
の

実
現
等
に
と
っ
て
こ
の
選
挙
戦
が
い
か
に
作
用
し
た
か
を
み
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
選
挙
過
程
は
、
こ
れ
ら
の
指
標
に
対
し
て
全
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
　
）

て
は
プ
ラ
ス
の
方
向
に
作
用
し
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
時
期
に
、
ぽ
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
安
定
化
、
何
左
翼
社
会
革
命
党
の
創
立
と
同
党
の

ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
の
同
盟
関
係
の
発
生
、
＠
第
二
回
全
ロ
シ
ア
農
民
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
に
お
け
る
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
・
左
翼
エ
ス
エ
ル

連
合
ブ
・
ッ
ク
の
多
数
派
形
成
と
勝
利
、
♂
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
内
思
想
闘
争
の
一
定
の
前
進
、
＠
軍
隊
へ
の
影
響
力
増
大
と
そ
の
革
命
的

　
闘
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯛

整
備
、
ぽ
産
業
国
有
化
と
生
産
の
労
働
者
統
制
の
端
緒
の
獲
得
等
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
、
選
挙
が
十
月
革
命
過
程
の
有
機
的
な
構
成

部
分
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
以
下
、
こ
の
勝
利
が
い
か
な
る
根
拠
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
の
か
を
、
レ
ー
ニ
ン
の
分
析
を
整
理
し
な
が
ら
検
討
す
る
。

　
第
一
に
、
圧
倒
的
多
数
の
労
働
者
階
級
の
支
持
と
強
力
な
そ
の
前
衛
党
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
北
部
地
方
の
工
業
的
選

挙
区
及
び
中
央
工
業
諸
県
に
お
い
て
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
党
で
あ
る
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
地
主
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
諸
勢
力
を
圧
倒
し
た

の
み
な
ら
ず
、
エ
ス
エ
ル
・
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
い
っ
た
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
中
間
政
党
に
対
し
て
も
決
定
的
な
優
位
を
獲
得
し
た
こ
と
に
は

っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
（
表
1
を
参
照
）
。
同
時
に
重
要
な
こ
と
は
、
「
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
間
で
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
競
争
し
て
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二［　トヴェリ県53．13石12．25．Ol＿　＿ 2．2
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全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題

い
る
党
」
で
あ
る
メ
ン
シ
ニ
ヴ
ィ
キ
が
同
選
挙
に
完
敗
し
た
こ
と
で
あ
る
。
メ
ン

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
「
一
五
年
に
わ
た
る
闘
争
（
一
九
〇
三
－
一
九
一
七
年
）
で
打
ち

や
ぶ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
闘
争
が
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
前
衛
を
鍛
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
劔

啓
蒙
し
、
組
織
し
て
、
そ
れ
を
真
の
革
命
的
前
衛
に
つ
く
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
」

　
第
二
に
、
「
両
首
都
で
、
ロ
シ
ア
の
も
っ
と
も
主
要
な
こ
れ
ら
二
つ
の
商
工
業

中
心
地
で
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
力
の
圧
倒
的
な
優
位
を
も
っ
て
い
た
」
こ
と
で

あ
る
。
両
首
都
で
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
カ
デ
ッ
ト
と
が
覇
を
競
う
か
た
ち
に
な
っ

て
お
り
、
中
間
諸
党
が
低
迷
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
選
挙
結

果
は
、
・
シ
ア
の
国
家
機
構
の
変
革
の
課
題
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
い
た
。

　
「
急
速
な
、
快
定
的
な
打
撃
に
よ
っ
て
両
首
都
を
資
本
主
義
的
国
家
機
構
全
体

の
両
中
心
地
（
経
済
な
ら
び
に
政
治
の
点
で
の
）
を
獲
得
す
る
可
能
性
を
確
実
に

も
っ
て
い
た
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
官
僚
や
『
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
』
の
気
違

い
じ
み
た
反
抗
や
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
等
々
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
央
の
国
家
権
力
機

　
　
　
　
　
　
　
　

関
を
利
用
し
て
、
非
プ
・
レ
タ
リ
ァ
勤
労
大
衆
に
た
い
し
て
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー

ト
こ
そ
彼
ら
の
唯
一
の
確
か
な
同
盟
者
、
味
方
、
指
導
者
で
あ
る
こ
と
を
、
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡

に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
五



　
　
　
全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
六

　
こ
こ
か
ら
第
三
の
根
拠
と
し
て
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
非
プ
・
レ
タ
リ
ア
勤
労
大
衆
の
多
数
を
ひ
き
つ
け
、
中
間
諸
党
か
ら
彼
ら
を

「
奪
い
と
る
」
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
導
か
れ
る
。
こ
の
根
拠
こ
そ
が
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
勝
利
と
安
定
に
と
っ
て
最
も
肝
心
な
も
の
で
あ

っ
た
と
レ
ー
ニ
ン
は
強
調
し
て
い
る
。
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「
一
階
級
す
な
わ
ち
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
手
中
に
あ
る
国
家
権
力
は
、
非
プ
・
レ
タ
リ
ア
的
勤
労
大
衆
を
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

方
に
ひ
き
つ
け
る
道
具
に
、
こ
れ
ら
の
大
衆
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
諸
党
と
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
諸
党
か
ら
奪
い
と
る
道
具
に
な
る
こ
と
が
で
き
る

●
　
　
●
　
●
　
●
　
●
　
・
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
　
●
嶋

し
、
ま
た
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
そ
の
た
め
の
条
件
は
、
＠
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
う
ち
倒
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
国
家
権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
、
⑥
抑
圧
的
旧
ブ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ジ
ョ
ァ
国
家
機
関
の
即
座
の
完
全
な
破
壊
と
労
農
同
盟
に
依
拠
し
た
新
し
い
国
家
機
関
の
創
出
、
＠
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
「
地
主
と
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
を
収
奪
し
て
大
衆
の
も
っ
と
も
切
実
な
経
済
的
必
要
を
革
命
的
に
満
た
す
」
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
選
挙
戦
に
お
け
る
全
・
シ
ア
的
規
模
で
の
巨
大
な
大
衆
的
実
践
、
特
に
広
大
な
農
村
地
域
で
の
集
中
的
政
治
戦
は
、
十
月
革
命
の

成
果
を
全
国
に
浸
透
さ
せ
る
と
共
に
、
そ
の
後
の
プ
・
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
真
の
発
展
を
支
え
る
基
盤
を
造
っ
た
と
い
う
特
筆
す
べ
き
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勧

の
役
割
を
果
た
し
た
。
人
民
の
国
政
へ
の
広
範
な
直
接
的
参
加
と
政
治
的
訓
練
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
と
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
軍
隊
に
お
け
る
活
動
の
成
果
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ス
ピ
！
リ
ソ

は
、
全
軍
隊
に
お
け
る
得
票
内
容
を
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
四
〇
・
九
％
、
エ
ス
エ
ル
四
〇
・
％
八
、
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
○
・
四
％
、
カ
デ
ッ

ト
一
・
九
％
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
特
に
首
都
に
近
い
戦
線
で
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
圧
倒
的
優
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

・
シ
ア
軍
が
多
く
の
場
合
「
軍
服
を
着
た
農
民
」
と
評
さ
れ
る
人
々
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
時
、
ポ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ



が
第
一
党
と
な
っ
た
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

　
「
し
た
が
っ
て
軍
隊
内
で
も
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
は
、

表皿　軍隊における戦線別得票数（単位千票）

合計
780。0

者義主
他

族
の障ト

　ツ

デ吻
l

エシ
キ

リ
　
イ

ボ
ヴ

　
　
0

　
　
α

　
　
6

　
　
？
・

　
　
0

　
　
0
。

　
　
娼

エスエノレ

240．0

976．0

1007．4

1128．6

16．71　125．2653．4180．6

420．0

（120．0）

300。11　13．7　　290．6

16牝・，21．4i26住7

　　　　　 　　　　　1

60・OI㌧　一
（120，0）　　　　一　　1　　　一

402．9

679．4

360．0

陸海軍部隊名

北部戦線

西部戦線
南西部戦線

ルーマニア戦線

カフカーズ戦線

バルト艦隊

52。519．510．822．2黒海艦隊
4364．5

＋（120。0）

1671・3151・8i756・0
＋（12。00）i＋？

1791．3

1885．1計総

表
n
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
以
下
の
指
摘
を
よ
く
証
明
し
て
い
る
。

一
九
一
七
年
十
一
月
に
は
、
す
で
に
決
定
的
な
瞬
間
に
決
定
的
な
地
点
で
力
の

　
　
圧
倒
的
な
優
位
を
保
障
す
る
よ
う
な
政
治
的
な
『
打
撃
の
拳
』
を
も
っ

　
　
て
い
た
の
で
あ
る
。
北
部
戦
線
と
西
部
戦
線
で
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
圧

　
　
倒
的
な
優
位
を
占
め
て
て
お
り
、
ま
た
そ
の
他
の
中
央
か
ら
遠
く
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
れ
た
戦
線
で
も
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
エ
ス
エ
ル
党
か
ら
農
民
を
奪
い

　
　
　
●
　
　
●

＜レーニン全集⑳P。260＞

と
る
時
間
と
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
と
き
に
、
軍
隊
が
プ
・
レ
タ
リ
ア

ー
ト
の
十
月
革
命
に
た
い
し
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
よ
る
政
治
権
力

の
獲
得
に
た
い
し
て
反
抗
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
に
な
り
え

な
か
っ
た
。
」

　
十
一
月
選
挙
は
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
結
果

の
分
析
に
つ
い
て
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
詳
論
す
る
余
地
が
無
い
た
め
他

の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
十
一
月
以
降
顕
在
化
す
る
武

装
反
革
命
と
の
関
連
で
、
選
挙
の
地
方
別
集
計
と
党
派
別
議
席
数
を
紹

介
し
て
お
く
。
　
（
表
皿
・
y
参
照
）

全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題

三
二
七



三
二
八

表皿　ロシア各地方における得票総数及び得票率（％）

＼
＼

プ・レタリアート 小ブノレジョア諸党派

の党　　　　　　 ＜エスエル。メソシ
く共産主義者＞　　ヴィキ・その他＞

　　　　　
全・シアln66…3・1242◎4734551596

！ヒ 部地方IL・5L894136iL43・・…145．

中央工業地方13・443・7・146b67軌72314・

ヴォノレガ地方186＆4581・6 3・65Z992i師

中央黒士地方
75店・481・8ia・4生4・817ゑ5

南東部地方 25鰯51・・189名4・439

ウラル地方
蝿565！・α5・・颯・28148

ブルジョアジー及び
大地主の諸党派くカ
デツト・ブルジョア
的民族主義者・その
他＞

7，298，72416．4

　　1416・217119

　　89名721114

974，22311％

　　1　　し242，25916．5

　　11，072904150

　　　1

　　i968，172 35．5
　　卜

1シベリア地方 28牝2321・・la2・354717gl3・α28・1・・

総　 計

44，433，309

2，999，212

6，616，815

5，505，673

4，140，715

2，229，268

2，912，765

2，791，060

全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題

＜スヒ。一リン前掲書　OTP．62＞

表IV　党派別獲得議席数

社会革命党（右派）1 370

ボリシエヴィ霜 175

社会革命党（左派）1 40

1立憲民主党〔カデッ釧 17

メンシエヴィキi 16

人民社会党〔エヌエス〕「
2

民族的諸団体1 86

不 明 1

＜ミンツ前掲書CTP．972より作成＞



三

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
社
会
革
命
党
の
左
右
へ
の
明
確
な
組
織
分
裂
の
結
果
、
革
命
前
に
提
出
さ
れ
た
候
補
者
名
薄
に
よ
る
選
挙
は
、
現

実
世
界
と
は
異
な
っ
た
旧
世
界
を
表
現
す
る
側
面
を
持
っ
て
い
た
。
こ
と
に
政
党
比
例
代
表
制
選
挙
の
た
め
に
、
国
民
の
急
激
な
政
治
的

変
化
を
充
分
に
は
反
映
し
に
く
い
結
果
を
一
面
と
し
て
持
っ
て
い
た
。
こ
の
事
態
に
対
し
て
、
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
は
原
則
や
法
を
大
衆
運
動

に
よ
っ
て
現
実
化
す
る
態
度
を
貫
い
た
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
こ
の
こ
と
は
法
至
上
主
義
や
抽
象
的
法
治
の
是
認
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

く
、
「
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
と
は
人
民
の
強
力
の
み
に
依
拠
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
敵
対
的
社
会
現
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
包
す
る

矛
盾
の
質
に
対
応
し
て
柔
軟
か
つ
原
則
的
に
解
決
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
プ
・
レ
タ
リ
ア
独
裁
下
の
議
会
が
政
治
過
程
を
正
し
く
反
映
す

る
よ
う
に
、
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
的
原
則
に
の
っ
と
っ
て
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
の
具
体
的
方
策
が
、
憲
法
制
定
議
会
議
員
に
対
す
る
ソ
ヴ
ェ

ト
の
「
召
還
権
く
〈
コ
短
8
9
墜
霊
v
〉
」
の
承
認
と
実
践
で
あ
っ
た
。

　
『
召
還
権
に
つ
い
て
の
布
告
〈
負
①
る
雪
o
も
諾
の
3
墜
寄
需
器
惹
8
ω
〉
〉
』
は
、
そ
の
草
案
が
十
一
月
十
九
日
に
レ
ー
ニ
ン
に
よ
っ
て

　
　
　
㈹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

作
成
さ
れ
、
二
一
日
の
全
露
労
兵
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
に
て
報
告
・
提
案
さ
れ
、
承
認
を
受
け
た
後
、
直
ち
に
発
せ
ら
れ
た
。

　
布
告
の
支
柱
は
、
資
本
主
義
的
政
体
よ
り
質
的
に
前
進
し
た
社
会
主
義
的
政
体
に
お
け
る
人
民
的
・
プ
・
レ
タ
リ
ア
的
民
主
主
義
、
す

な
わ
ち
コ
ン
ミ
ュ
ー
ン
的
原
則
の
発
現
に
あ
る
。
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
は
そ
の
成
長
と
強
化
の
た
め
に
「
新
し
い
形
態
で
の
階
級
闘
争
」
を
総

選
挙
の
中
で
貫
い
た
が
、
勤
労
人
民
は
そ
こ
で
驚
く
べ
き
政
治
的
階
級
的
成
長
を
遂
げ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
は
、
運
動
の
中
で
新

し
い
人
民
の
民
主
主
義
に
急
速
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
召
還
権
は
そ
の
最
も
顕
著
な
表
現
の
一
つ
で
あ
る
。
ω
ケ
レ
ン
ス
キ

　
　
　
全
p
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
ヌ
、
諸
問
題
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全
ロ
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議
会
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挙
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る
諸
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三
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ー
政
府
が
定
め
た
選
挙
制
度
、
ω
「
ロ
シ
ア
に
お
け
る
党
派
精
神
、
党
の
位
置
・
役
割
」
、
⑥
エ
ス
エ
ル
の
分
裂
と
い
っ
た
点
を
考
慮
す

　
　
　
　
Q
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
Q
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

る
時
、
「
本
当
に
徹
底
し
た
民
主
主
義
的
な
原
則
の
即
座
の
実
現
」
こ
そ
が
緊
要
で
あ
っ
た
。

　
レ
ー
ニ
ソ
の
報
告
に
あ
る
よ
う
に
、
当
時
資
本
主
義
諸
国
で
は
民
主
主
義
的
な
代
表
（
選
出
）
権
を
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
制
限
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
「
召
還
権
ー
ほ
ん
と
う
の
監
督
権
」
の
封
殺
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
二
－
九
月
の
労
兵
ソ
ヴ
ェ
ト
に
お
い
て
す
ら
、

自
己
保
身
的
な
メ
ソ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
・
エ
ス
エ
ル
連
合
指
導
部
に
よ
っ
て
、
代
議
員
召
還
権
は
握
り
つ
ぶ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め

ソ
ヴ
ェ
ト
の
成
長
が
妨
げ
ら
れ
る
と
共
に
、
旧
臨
時
政
府
と
反
動
勢
力
の
行
動
を
充
分
制
約
で
き
ず
、
そ
の
結
果
革
命
の
平
和
的
発
展
の

道
は
と
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
「
全
て
の
歴
史
上
の
革
命
期
に
は
、
召
還
権
の
認
可
が
、
憲
法
の
あ
ら
ゆ
る
改
変
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

徴
と
な
っ
て
い
る
。
」
十
月
革
命
以
降
の
政
治
的
な
「
民
主
化
の
方
針
」
の
必
然
的
連
続
の
上
に
召
還
権
は
登
場
し
た
。

　
「
憲
法
制
定
議
会
か
ら
〔
議
員
を
〕
召
還
す
る
権
利
を
あ
た
え
な
い
こ
と
は
、
人
民
の
革
命
的
意
志
を
発
露
さ
せ
な
い
こ
と
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
①

人
民
の
権
利
を
纂
奪
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

　
「
真
に
も
っ
と
も
民
主
主
義
的
な
比
例
選
挙
」
と
、
召
還
権
と
の
間
に
は
、
純
技
術
的
な
面
で
の
困
難
は
あ
っ
て
も
、
い
か
な
る
内
在

的
対
立
も
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
召
還
権
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
な
形
式
論
や
無
制
限
の
個
人
主
義
に
立
脚
す
る
も
の

で
は
な
く
、
人
民
の
意
志
の
正
当
な
発
露
ー
レ
ー
ニ
ン
は
そ
れ
を
勤
労
者
自
身
の
「
革
命
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
創
造
力
」
ま
た
は
「
勤
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の

者
の
利
益
の
た
め
に
」
組
織
さ
れ
る
「
暴
力
釜
零
自
莞
》
」
と
表
現
し
て
い
る
f
の
徹
底
し
た
実
現
と
組
織
化
の
た
め
の
法
的
表
現
な

　
　
　
　
つ
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の
　
　
の
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の

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
故
に
「
召
還
権
は
、
国
家
組
織
や
強
制
と
い
う
思
想
の
も
っ
と
も
完
全
な
担
い
手
と
し
て
の
ソ
ヴ
ェ
ト
に
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

ロ
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ロ
　
　
の
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
」
か
っ
た
の
で
あ
る
。



　
さ
ら
に
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
レ
ー
ニ
ン
が
召
還
権
の
実
施
を
当
座
の
憲
法
制
定
議
会
の
り
き
り
の
た
ん
な
る
便
宜
的
方
策
と
し

て
で
は
な
く
、
社
会
主
義
的
民
主
主
義
形
成
の
た
め
の
一
般
的
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
に
至
る
各
国

の
社
会
主
義
建
設
の
歴
史
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
も
、
こ
の
思
想
を
た
ん
に
コ
ン
ミ
ュ
ー
ソ
原
則
の
当
然
の
表
現
と
し
て
通
過
で
き
ぬ
重
要

性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
レ
ー
ニ
ソ
は
述
べ
て
い
る
。
召
還
権
が
ソ
ヴ
ェ
ト
に
与
え
ら
れ
る
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
碕

ば
コ
つ
の
党
か
ら
他
の
党
へ
の
権
力
移
行
は
、
血
を
な
が
さ
な
い
で
た
ん
な
る
改
選
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
こ
う

し
た
彼
の
思
想
は
こ
れ
ま
で
充
分
な
注
意
を
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
現
在
の
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
国
家
権
力
の
態
様
、
複
数
政

党
制
と
い
っ
た
問
題
に
多
大
の
示
唆
を
投
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
β
φ

　
次
に
布
告
の
骨
子
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
＠
「
選
挙
人
が
自
分
で
選
出
し
た
も
の
を
召
還
す
る
権
利
が
承
認
さ
れ
、
適
用
さ
れ
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
は
じ
め
て
、
ど
ん
な
代

表
機
関
あ
る
い
は
代
表
会
議
を
も
真
に
民
主
主
義
的
な
ほ
ん
と
う
に
人
民
の
意
志
を
代
表
す
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う

「
真
の
民
主
主
義
の
こ
の
基
本
的
、
原
則
的
な
命
題
」
の
憲
法
制
定
議
会
へ
の
必
然
的
適
用
。

　
⑥
「
多
数
決
に
よ
る
選
挙
制
よ
り
も
民
主
主
義
的
で
あ
る
比
例
選
挙
制
は
、
召
還
権
を
、
す
な
わ
ち
人
民
の
選
出
し
た
も
の
を
人
民
に

ほ
ん
と
う
に
服
従
さ
せ
る
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
の
い
っ
そ
う
複
雑
な
措
置
を
必
要
と
す
る
」
が
、
両
者
は
思
想
的
に
も
論
理
的
に
も
対

立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
根
拠
に
し
て
同
権
を
実
行
し
な
か
っ
た
り
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
は
明
白
な
誤
り
で
あ
る
こ
と
。

　
⑥
比
例
代
表
選
挙
下
で
「
階
級
勢
力
の
相
互
関
係
と
政
党
に
た
い
す
る
階
級
の
関
係
と
に
大
き
な
変
化
が
お
こ
り
、
と
く
に
有
力
な
政

党
の
内
部
に
分
裂
が
お
こ
る
」
時
、
改
選
を
必
要
と
す
る
選
挙
区
が
発
生
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
際
「
真
の
民
主
主
義
の
利
益
か

　
　
　
全
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シ
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憲
法
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定
議
会
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を
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諸
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全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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ら
み
て
無
条
件
に
必
要
な
こ
と
は
、
改
選
の
指
定
が
改
選
さ
れ
る
べ
き
機
関
だ
け
に
左
右
さ
れ
」
る
こ
と
な
く
、
「
被
選
出
機
関
が
代
議

員
と
し
て
の
そ
の
資
格
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
欲
求
が
、
人
民
が
自
分
の
代
表
者
を
召
還
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
実
現
に
さ
か
ら
い
え
な

い
」
こ
と
Q

　
⑥
結
論
と
し
て
、
全
ソ
ヴ
ェ
ト
は
「
す
べ
て
の
都
市
、
ゼ
ム
ス
ト
ヴ
ォ
、
一
般
に
憲
法
制
定
議
会
を
も
ふ
く
め
た
い
っ
さ
い
の
代
議
機

関
に
お
け
る
改
選
を
指
定
す
る
権
利
」
と
そ
の
目
取
り
を
決
定
す
る
権
利
を
有
し
、
「
改
選
そ
の
も
の
は
比
例
選
挙
制
の
厳
格
な
基
準
に

も
と
づ
く
普
通
の
手
続
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
」
こ
と
。

　
こ
の
召
還
権
の
完
全
な
実
施
を
掌
握
し
指
導
す
る
た
め
に
、
ウ
リ
ツ
キ
ー
が
全
・
シ
ア
選
挙
委
員
会
付
人
民
委
員
に
任
命
さ
れ
た
。
だ

が
人
民
の
力
と
意
志
を
認
め
る
こ
と
を
恐
れ
た
同
選
挙
委
員
会
は
公
然
と
こ
れ
を
拒
否
す
る
と
共
に
、
選
挙
直
後
に
公
表
さ
れ
た
旧
政
府

メ
ン
パ
ー
に
よ
る
激
ー
十
一
月
二
八
日
午
後
二
時
か
ら
タ
ヴ
リ
ー
ダ
宮
殿
に
て
議
会
の
開
催
を
強
行
す
る
　
　
の
路
線
に
し
が
み
つ
い

て
い
た
。
十
一
月
二
三
日
、
布
告
の
拒
絶
－
反
政
府
行
為
の
責
任
を
問
わ
れ
て
同
委
員
会
委
員
は
一
旦
逮
捕
さ
れ
た
が
二
七
日
に
釈
放
さ

れ
た
。
彼
ら
は
、
旧
臨
時
政
府
に
の
み
服
し
、
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
の
布
告
を
あ
く
ま
で
認
め
ぬ
旨
の
声
明
を
発
表
し
て
あ
か
ら
さ
ま
な
反
政

府
活
動
を
開
始
し
た
。

　
こ
う
し
た
事
態
の
中
で
人
民
に
よ
り
召
還
権
が
行
使
さ
れ
一
定
の
成
果
を
お
さ
め
た
。
そ
の
全
容
、
技
術
的
処
理
状
況
等
に
関
し
て
は
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つ
ま
び
ら
か
で
な
い
が
、
エ
ス
エ
ル
右
派
及
び
カ
デ
ッ
ト
の
指
導
的
部
分
の
多
く
が
召
還
さ
れ
た
こ
と
は
特
筆
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。



四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
G

　
選
挙
の
結
果
に
色
を
な
し
た
旧
臨
時
政
府
閣
僚
グ
ル
ー
プ
は
、
十
一
月
十
六
日
「
全
・
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
開
会
宣
言
」
な
る
も
の
を

発
し
た
。
同
月
二
八
日
に
議
会
を
開
催
す
る
と
い
う
こ
の
宣
言
は
、
何
ら
の
法
的
拘
束
力
も
公
的
正
当
性
も
持
た
ぬ
一
片
の
声
明
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
「
議
会
内
多
数
派
」
（
エ
ス
エ
ル
右
派
・
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
・
カ
デ
ッ
ト
等
）
が
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
政
治
的
権
威
の
増
大
と
人

民
に
よ
る
召
還
権
の
行
使
を
恐
れ
て
の
先
制
攻
撃
で
あ
る
と
同
時
に
プ
・
独
裁
と
し
て
の
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
を
憲
法
制
定
議
会
に
解
消
す
る

こ
と
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
反
ソ
ヴ
ェ
ト
勢
力
は
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
紙
等
に
お
い
て
「
憲
法
制
定
議
会
を
擁
護
す
る
た
め

に
結
集
せ
よ
！
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
一
斉
に
掲
載
し
て
反
政
府
宣
伝
を
集
中
し
た
。
二
三
日
に
は
反
ソ
ヴ
ェ
ト
諸
派
の
統
一
的
共
闘

組
織
と
し
て
の
性
格
を
お
び
た
「
全
・
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
擁
護
同
盟
」
が
結
成
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
は
、
反
革
命
陰
謀
指
導
グ
ル
㌧
フ
の
逮
捕
、
召
還
権
の
行
使
で
も
っ
て
合
法
的
に
敵
対
勢
力
を
追
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
カ

め
る
一
方
、
二
六
日
に
議
会
開
会
条
件
に
関
す
る
布
告
を
発
し
た
。
条
件
と
は
第
一
に
議
会
定
員
の
確
実
な
過
半
数
で
あ
る
四
百
名
の
議

員
の
首
都
集
結
、
第
二
に
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
の
任
命
す
る
人
物
に
ょ
る
開
会
宣
言
で
あ
る
。

　
反
ソ
ヴ
ェ
ト
勢
力
は
二
様
の
戦
術
を
か
み
合
わ
せ
て
い
た
。
彼
ら
は
ド
ン
地
方
で
カ
レ
！
デ
ィ
ン
将
軍
を
総
指
令
と
す
る
内
戦
を
開
始

す
る
一
方
で
、
首
都
中
枢
で
の
一
大
示
威
運
動
に
公
然
と
着
手
し
た
。
十
一
月
二
八
日
ー
彼
ら
は
こ
の
日
を
「
偉
大
な
る
日
」
と
呼
ん

だ
ー
に
、
「
擁
護
同
盟
」
　
の
名
の
下
に
ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
市
内
デ
モ
ン
ス
ト
レ
！
シ
ョ
ン
が
敢
行
さ
れ
た
。
こ
の
デ
モ
に
は
数
千
の
武

装
ユ
ン
カ
ー
・
士
官
・
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
り
罷
免
さ
れ
た
官
吏
・
地
主
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
参
加
し
、
タ
ヴ
リ
！
ダ
宮
殿
前
に
集
結

　
　
　
全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
三



　
　
　
全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
四

し
た
。
彼
ら
の
ス
・
ー
ガ
ン
は
「
全
権
力
を
憲
法
制
定
議
会
へ
！
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
集
会
で
ペ
ト
・
グ
ラ
！
ド
市
長
の
シ
ュ
レ

ー
ダ
ー
は
演
説
を
次
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
「
最
後
の
血
の
一
滴
ま
で
憲
法
制
定
議
会
を
擁
護
せ
よ
！
　
憲
法
制
定
議
会
よ
、
永
遠
な
れ
！
」

宮
殿
内
で
は
、
カ
デ
ッ
ト
や
エ
ス
エ
ル
右
派
等
の
議
員
た
ち
が
、
そ
の
党
派
的
会
合
を
も
っ
て
「
憲
法
制
定
議
会
議
員
小
協
議
会
」
と
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
の
　
　
の
　
　
ロ

し
て
、
議
会
活
動
を
己
に
有
利
な
方
向
に
進
め
る
べ
く
既
成
事
実
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た
。

　
諸
列
強
も
ま
た
こ
の
機
を
の
が
さ
ず
に
反
ソ
ヴ
ェ
ト
勢
力
の
支
援
に
の
り
だ
し
た
。

　
「
憲
法
制
定
議
会
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
イ
ギ
リ
ス
の
大
使
ビ
ュ
ッ
ケ
ネ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
憲
法
制
定
議
会
を
政
権
と

し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
明
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
使
フ
ラ
ン
シ
ス
は
、
協
商
側
諸
国
の
す
べ
て
の
代
表
に
、
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弱

制
定
議
会
の
権
威
を
た
か
め
そ
の
地
位
を
強
化
す
る
た
め
に
、
そ
の
会
議
に
出
席
す
る
よ
う
提
案
し
た
。
」

　
事
態
の
深
刻
化
に
即
応
し
て
全
露
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
は
、
同
日
夜
「
反
革
命
的
内
戦
指
導
者
逮
捕
令
」
を
布
告
し
、
シ
ン
ガ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
①

ヨ
ー
フ
、
コ
コ
シ
キ
ン
、
ド
ル
ガ
ル
！
コ
フ
ら
を
身
柄
拘
束
し
た
。
翌
二
九
日
に
は
公
的
存
在
の
正
当
性
の
一
切
を
喪
失
し
た
全
露
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
6
0

委
員
会
が
更
迭
さ
れ
た
。
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
の
機
敏
な
対
応
は
、
反
革
命
活
動
の
最
後
的
組
織
化
を
一
時
的
に
制
圧
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
。
だ
が
、
「
い
ま
や
内
戦
が
開
始
し
た
中
で
、
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
は
憲
法
制
定
議
会
と
ソ
ヴ
ェ
ト
と
の
関
係
、
国
家
的
、
制
度
的
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
2

政
治
的
関
係
を
い
か
に
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
」
を
改
め
て
間
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
十
一
・
二
八
事
件
を
境
に
し
て
、
政
府
及
び
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
党
内
に
は
憲
法
制
定
議
会
に
関
す
る
種
々
の
見
解
が
生
れ
て
い
た
。
そ

の
一
は
「
内
乱
の
情
勢
の
も
と
で
」
人
民
の
利
益
を
最
優
先
し
つ
つ
、
政
府
決
定
で
あ
る
開
催
条
件
の
充
足
を
待
っ
て
同
議
会
を
開
会
す



表V　全ロシア農民代表ソヴェト大会の党派構成 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の

る
と
い
う
レ
ー
ニ
ソ
を
中
心
と
す
る
多
数
意
見
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
議
会
内
の
「
カ
デ
ッ
ト
・
エ
ス
エ
ル
的
多
数
派
を
排
除
し
て
革
命

o
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
参
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒

公
会
く
も
窃
自
6
長
o
臣
ぴ
轟
容
臣
①
胃
》
を
創
設
す
る
」
と
い
う
ブ
ハ
ー
リ
ン
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
見
解
で
あ
る
。
そ
の
三
は
、
カ
ー

メ
ネ
フ
、
ル
イ
コ
フ
ら
に
代
表
さ
れ
る
議
会
内
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
議
員
団
臨
時
事
務
局
に
よ
る
ソ
ヴ
ェ
ト
・
憲
法
制
定
議
会
結
合
論
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒

る
。
そ
れ
は
蜂
起
の
前
後
に
発
生
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
議
会
主
義
的
な
「
立
憲
的
幻
想
」
と
同
種
の
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
の

（
十
一
月
下
旬
か
ら
十
二
月
上
旬
）
に
、
地
方
諸
組
織
か
ら
憲
法
制
定
議
会
解
散
論
が
で
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
が
新
た
な
意
見
の
相
違
と
動
揺
の
発
生
の
一
方
で
、
政
治
情
勢
全
体
と
し
て
は
流
動
性

第2回大会
（11／26－12／10）

　　　　　　　　91

臨時大会
（11／10－25）

　　　　　　　55

派党

350110

30550

44

790

40
　　　　

255i

ボリシェヴィキ

左翼社会革命党

社会革命党（職諜）

そ　の　他

総　　計
＜レーニン全集⑳pp。591－3の事項注より作成＞

全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
悶
題

を
は
ら
み
な
が
ら
も
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
強
化
と
労
農
人
民
の
飛
躍
的
前
進
が
み
ら
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
第
一
は
、
第
二
回
全
・
シ
ア
農
民
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
に
お
け
る
左
翼
エ
ス
エ
ル
・

ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
ブ
・
ッ
ク
の
多
数
派
形
成
に
よ
っ
て
、
・
シ
ア
最
大
の
政
党
で
あ
る
エ
ス

エ
ル
右
派
の
大
衆
基
盤
が
崩
壊
し
た
こ
と
で
あ
る
（
表
V
参
照
）
。
既
に
憲
法
制
定
議
会
選
挙

と
並
行
し
た
時
期
の
同
ソ
ヴ
ェ
ト
臨
時
大
会
で
は
、
左
翼
勢
力
が
主
導
権
を
握
り
全
露
農
民

ソ
ヴ
ェ
ト
執
行
委
員
会
を
右
派
か
ら
奪
取
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
臨
時
執
行
委
員
会
は
た
だ

ち
に
全
露
労
兵
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
と
の
合
流
を
決
定
し
て
い
た
。
第
二
回
大
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

激
は
、
＠
労
兵
・
農
民
両
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
諸
決
定
へ
の
支
持
要
請
、
⑥
「
欺
購
的
で
は
な
い

の
　
　
の
　
　
の
　
　
む
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の

正
し
い
真
の
憲
法
制
定
議
会
を
確
保
す
る
」
た
め
に
、
＠
を
拒
否
す
る
議
員
を
召
還
す
る
こ

と
、
＠
労
農
同
盟
の
強
化
と
社
会
主
義
の
勝
利
を
促
進
す
る
こ
と
を
、
農
民
に
呼
び
か
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
五



　
　
　
全
・
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
六

　
鱒

い
る
Q

　
第
二
に
、
左
翼
社
会
革
命
党
の
正
式
な
創
立
大
会
が
十
一
月
十
九
日
↓
二
八
日
に
開
か
れ
た
後
、
同
党
が
一
層
明
確
に
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ

キ
と
の
間
に
統
一
戦
線
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
十
二
月
九
日
に
は
人
民
委
員
会
議
と
左
翼
エ
ス
エ
ル
中
央
委
員
会
と
の
公

式
協
定
が
つ
い
に
成
立
し
、
同
党
の
臨
時
政
府
へ
の
参
加
が
決
定
し
た
。
こ
こ
に
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
独
裁
反
対
と
い
う
反
共
的
反
政
府
活

動
の
主
要
な
論
理
の
一
角
が
つ
き
崩
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
党
内
の
憲
法
制
定
議
会
幻
想
を
覚
醒
す
る
作
用
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の

果
た
し
た
。
ソ
ヴ
ェ
ト
臨
時
政
府
は
確
固
た
る
労
農
同
盟
を
公
的
基
礎
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
臨
時
的
性
格
を
事
実
上
揚
棄
す
る
に

至
っ
た
。

　
第
三
に
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
が
従
来
か
ら
の
主
張
通
り
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
行
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
広
汎
な
国
民
大
衆
の
信
頼
が
臨

時
政
府
に
集
中
さ
れ
、
そ
の
結
果
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
実
質
的
に
も
形
式
的
に
も
圧
倒
的
な
力
の
優
位
を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。
政
府

と
同
党
が
、
十
一
月
下
旬
に
お
け
る
首
都
で
の
反
革
命
勢
力
の
強
烈
な
計
画
的
ゆ
さ
ぶ
り
を
お
さ
え
き
っ
た
こ
と
は
、
議
会
召
集
問
題
に

関
す
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
、
労
働
者
と
農
民
の
手
に
委
ね
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
第
四
に
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
同

盟
は
、
軍
隊
内
に
お
け
る
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
優
位
を
一
層
強
化
す
る
の
に
大
き
な
寄
与
を
な
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
政
治
的
推
移
を
ふ
ま
え
て
、
レ
ー
ニ
ソ
は
十
二
月
十
一
日
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
中
央
委
員
会
に
お
い
て
、
同
党
議
員
団
臨

時
事
務
局
に
よ
る
憲
法
制
定
議
会
へ
の
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
事
実
上
の
従
属
的
結
合
及
び
同
議
会
の
即
時
召
集
と
い
う
提
案
に
対
し
て
次
の

よ
う
な
決
議
案
を
提
出
し
た
。

　
「
憲
法
制
定
議
会
内
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
派
社
会
民
主
党
議
員
団
の
臨
時
事
務
局
は
、
憲
法
制
定
議
会
に
対
す
る
わ
が
党
の
態
度
に
っ



い
て
の
原
則
的
決
議
を
作
成
す
る
と
い
う
主
要
な
任
務
を
は
た
す
う
え
で
怠
慢
で
あ
っ
た
。
多
数
の
個
々
の
声
明
、
提
案
、
表
決
は
、
臨

時
事
務
局
員
の
大
多
数
あ
る
い
は
全
部
？
）
が
、
階
級
闘
争
と
内
乱
の
現
実
的
な
諸
条
件
を
考
慮
に
い
れ
な
い
で
、
憲
法
制
定
議
会
を
ブ

ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
見
地
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
ま
っ
た
く
非
社
会
民
主
主
義
的
な
人
々
で
あ
る
こ
と
を
し
め
し
た
。
以
上
の
点
を
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒

慮
に
い
れ
て
議
員
団
は
、
臨
時
事
務
局
を
罷
免
し
、
新
し
い
事
務
局
を
選
出
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
」

　
こ
の
決
議
案
が
同
中
央
委
員
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
立
憲
的
幻
想
」
は
三
た
び
う
ち
破
ら
れ
た
。
さ
ら
に
こ
の

時
点
で
、
先
述
し
た
如
く
左
翼
エ
ス
エ
ル
の
政
府
参
加
の
決
定
と
い
う
事
実
が
重
な
り
、
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
憲
法
制
定
議
会
へ
の
具
体
的

態
度
、
と
り
わ
け
さ
し
迫
る
課
題
と
し
て
の
召
集
問
題
に
関
す
る
最
終
的
方
針
決
定
の
条
件
が
で
き
あ
が
っ
た
と
言
え
る
。

　
こ
こ
で
こ
の
時
期
に
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
左
翼
社
会
革
命
党
の
権
力
問
題
ー
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
参
加
問
題
、
憲
法
制
定

議
会
召
集
間
題
ー
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
。
十
月
革
命
の
直
後
、
彼
ら
は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
ヵ
ー
メ
ネ
フ
た
ち
の

主
張
と
同
様
な
「
社
会
主
義
的
同
質
政
府
」
を
要
求
し
た
。
だ
が
そ
の
後
の
事
態
の
推
移
と
同
党
支
持
層
自
体
の
政
治
的
成
長
を
契
機
と

し
て
そ
の
ス
・
ー
ガ
ン
を
お
ろ
し
、
さ
ら
に
右
派
と
組
織
的
に
訣
別
す
る
に
至
っ
た
。
政
治
的
試
練
の
帰
結
と
し
て
彼
ら
は
ソ
ヴ
ェ
ト
政

府
へ
の
参
加
を
決
定
し
た
。
同
党
の
指
導
者
の
一
人
で
あ
っ
た
ス
テ
イ
ン
ベ
ル
ク
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
「
こ
の
行
動
を
通
じ
て
、
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
単
一
党
政
府
で
あ
る
こ
と
に
終
止
符
を
打
ち
、
そ
の
社
会
的
政
治
的

基
盤
を
拡
大
し
た
。
こ
の
行
動
を
通
じ
て
社
会
革
命
党
の
左
翼
は
、
そ
の
時
ま
で
・
シ
ア
の
解
放
運
動
に
お
い
て
主
導
的
役
割
を
果
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
き
た
党
か
ら
の
分
離
を
確
定
的
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
」

　
彼
ら
は
政
府
参
加
の
意
味
を
、
・
シ
ア
の
精
神
的
・
道
徳
的
・
社
会
的
な
根
底
的
変
革
の
要
求
に
基
づ
き
「
人
民
主
義
者
の
培
っ
て
き

　
　
　
全
・
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
七



　
　
　
全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
八

た
伝
統
的
な
理
想
に
重
み
と
強
さ
を
加
え
た
い
と
願
い
」
、
同
時
に
都
市
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
共
に
勤
労
農
民
、
知
識
人
を
も
代
表
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の
　
　
の

て
、
「
一
党
支
配
の
体
制
が
確
立
さ
れ
る
の
を
食
い
と
め
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
独
裁
的
傾
向
と
い
う
潮
流
に
逆
ら
っ
て
進
」
む
こ
と
で

　
　
　
　
の

あ
る
と
し
た
。

　
こ
こ
か
ら
看
取
で
き
る
こ
と
は
、
第
一
に
彼
ら
が
こ
の
時
期
に
階
級
闘
争
で
の
人
民
大
衆
の
利
益
を
真
剣
に
追
求
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
第
二
に
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
が
エ
ス
エ
ル
的
伝
統
そ
の
も
の
を
批
判
的
に
総
括
す
る
努
力
を
充
分
追
求
し
き
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
同
党
の
「
独
裁
」
論
に
集
中
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
創
立
大
会
で
の
独
裁
問
題
に
関
す
る
決
議
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
・
シ
ア
共
和
国
に
お
け
る
独
裁
制
は
、
国
民
の
圧
倒
的
多
数
に
よ
る
独
裁
制
で
あ
る
が
、
革
命
の
敵
に
対
し
て
抑
圧
手
段
を
と
る
こ

と
を
回
避
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
テ
・
体
制
を
と
る
必
要
性
は
い
さ
さ
か
も
存
在
し
な
い
し
、
か
つ
ま
た
、
党
は
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
革
命
的
民
主
主
義
の
統
治
を
危
う
く
す
る
方
法
で
あ
る
と
し
て
拒
否
す
る
。
」

　
彼
ら
は
、
人
民
に
ょ
る
独
裁
（
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
と
の
微
妙
な
差
異
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
）
一
般
を
認
容
す
る
一
方
で
、

そ
の
現
実
的
な
存
在
態
様
を
充
分
考
察
し
な
か
っ
た
。
特
に
「
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
独
裁
論
」
は
、
不
完
全
な
事
実
認
識
ー
例
え
ば
ボ
リ

シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
一
党
独
裁
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
誤
ま
っ
た
認
識
等
－
及
び
マ
ル
ク
ス
主
義
独
裁
論
の
不
充
分
な
理
解
と
か
ら
導
き

だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
テ
イ
ン
ベ
ル
ク
は
述
べ
て
い
る
。

　
「
彼
ら
は
〔
左
翼
エ
ス
エ
ル
ー
早
川
〕
、
唯
物
論
的
観
念
を
抱
き
狂
信
的
な
ま
で
に
プ
・
レ
タ
リ
ア
的
・
国
家
主
義
的
妄
想
に
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

つ
つ
か
れ
た
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
彼
ら
と
の
間
に
あ
る
相
違
を
明
確
に
自
覚
し
て
い
た
。
」



　
し
か
し
な
が
ら
同
党
は
、
憲
法
制
定
議
会
に
関
す
る
現
実
認
識
に
お
い
て
は
、
カ
ー
メ
ネ
フ
ら
よ
り
も
前
進
し
た
鋭
い
見
地
を
獲
得
し

て
い
た
。
同
党
は
、
「
新
た
な
危
機
が
無
気
味
に
迫
」
り
、
憲
法
制
定
議
会
の
「
壮
重
な
名
前
の
も
つ
権
威
に
よ
っ
て
」
、
同
議
会
が
ソ
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ
4

エ
ト
体
制
を
転
覆
す
る
希
望
の
よ
す
が
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
警
告
し
た
。
同
党
は
憲
法
制
定
議
会
に
つ
い
て
、
「
人
民
が
積
年
に
わ
た
り

待
ち
焦
れ
て
い
た
そ
の
議
会
が
機
能
す
る
の
を
人
民
自
ら
が
見
と
ど
け
た
上
で
、
十
月
革
命
以
降
に
作
り
出
さ
れ
た
新
た
な
歴
史
的
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
中
で
そ
の
役
割
を
人
民
自
ら
決
定
す
る
こ
と
」
を
要
求
し
た
。

　
さ
て
議
会
召
集
問
題
に
目
を
も
ど
そ
う
。
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
内
部
の
憲
法
制
定
議
会
崇
拝
が
、
議
員
団
臨
時
事
務
局
の
更
迭
決
定
に
よ

っ
て
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
、
レ
！
ニ
ン
は
た
だ
ち
に
議
会
問
題
に
つ
い
て
理
論
的
及
び
政
治
的
決
算
を
な
す
べ
く
、
十
二
月
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

日
の
全
露
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
に
『
憲
法
制
定
議
会
に
つ
い
て
の
テ
ー
ゼ
』
を
提
出
し
た
。
テ
ー
ゼ
は
十
九
項
目
か
ら
構
成
さ

れ
、
議
会
問
題
の
全
体
的
総
括
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
そ
の
後
の
事
態
の
推
移
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
テ
ー
ゼ
の
内
容
は
次
の

よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。

　
（
一
）
　
憲
法
制
定
議
会
召
集
の
要
求
が
「
革
命
的
社
会
民
主
主
義
派
の
綱
領
」
に
入
っ
て
い
た
こ
と
の
正
当
性
。

　
（
二
）
　
「
ソ
ヴ
ェ
ト
共
和
国
が
、
憲
法
制
定
議
会
を
も
つ
普
通
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
共
和
国
よ
り
も
、
民
主
主
義
の
い
っ
そ
う
高
度
な
形
態

で
あ
る
」
こ
と
。

　
（
三
）
　
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
体
制
か
ら
社
会
主
義
体
制
へ
の
移
行
に
と
っ
て
は
、
す
な
わ
ち
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
に
と
っ
て
は
」
、
ソ

ヴ
ェ
ト
共
和
国
は
、
「
い
っ
そ
う
高
度
な
型
の
民
主
主
義
制
度
の
形
態
で
あ
る
（
憲
法
制
定
議
会
を
い
た
だ
く
普
通
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
共
和

国
に
く
ら
べ
れ
ば
）
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
主
義
へ
の
も
っ
と
も
苦
痛
の
す
く
な
い
移
行
を
保
障
で
き
る
唯
一
の
形
態
で
も
あ
る
。
」

　
　
　
全
・
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
〇

　
（
四
－
十
五
）
議
会
の
召
集
を
十
月
革
命
前
に
提
出
さ
れ
た
名
薄
に
し
た
が
っ
て
行
う
こ
と
は
、
「
一
般
に
は
人
民
の
意
志
、
と
く
に
勤

労
大
衆
の
意
志
」
の
正
し
い
反
映
を
不
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
勤
労
人
民
の
意
志
と
選
出
さ
れ
た
議
員
の
不
一
致
と
そ
の
根
源
。
第

一
に
「
形
式
的
・
法
律
的
根
源
」
ー
政
党
別
名
薄
に
基
づ
く
比
例
選
挙
制
の
下
で
の
・
シ
ア
最
大
の
党
で
あ
る
エ
ス
エ
ル
の
組
織
分

裂
。
第
二
に
よ
り
重
要
な
「
社
会
経
済
的
・
階
級
的
な
根
源
」
ー
選
挙
の
時
、
人
民
の
圧
倒
的
部
分
が
十
月
革
命
の
「
規
模
と
意
義
と

を
ま
だ
完
全
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
」
。
ま
た
そ
の
後
十
月
革
命
が
「
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
で
そ
の
諸
発
展
段
階
を

あ
い
つ
い
で
経
過
し
て
い
る
」
こ
と
。

　
（
一
六
）
　
「
こ
の
革
命
の
利
益
が
、
憲
法
制
定
議
会
の
形
式
的
権
利
に
優
先
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
」

　
（
一
七
）
　
議
会
問
題
を
、
「
階
級
闘
争
や
内
乱
を
考
慮
し
な
い
で
、
形
式
的
・
法
律
的
な
面
か
ら
、
普
通
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
の

わ
く
内
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
」
、
人
民
の
事
業
に
背
を
向
け
、
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
見
地
に
う
つ
る
」
こ
と
で
あ
る
。

　
（
一
八
）
　
「
憲
法
制
定
議
会
の
選
挙
と
、
人
民
の
意
志
な
ら
び
に
勤
労
被
搾
取
諸
階
級
の
利
益
と
の
不
一
致
の
た
め
に
生
じ
た
危
機
を
、

苦
痛
の
な
い
仕
方
で
解
決
す
る
唯
一
の
」
道
は
、
議
会
が
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
と
そ
の
政
策
を
無
条
件
に
承
認
し
、
反
革
命
と
の
闘
争
に
「
決

然
と
参
加
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
ま
た
召
還
権
を
た
だ
ち
に
実
践
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
（
一
九
）
　
「
こ
れ
ら
の
諸
条
件
を
よ
そ
に
し
て
は
、
憲
法
制
定
議
会
に
関
連
し
て
お
こ
っ
た
危
機
は
、
革
命
的
方
法
に
よ
っ
て
し
か
解

決
」
し
得
な
い
。
「
こ
の
闘
争
に
お
い
て
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
手
を
し
ば
ろ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
は
、
反
革
命
を
た
す
け
る
こ
と
に
な

る
。
」

　
全
露
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
が
こ
の
テ
ー
ゼ
を
承
認
し
た
後
、
十
二
月
二
〇
日
に
同
委
員
会
と
人
民
委
員
会
議
は
、
議
会
召
集
問



題
の
最
終
決
定
を
み
た
の
で
あ
る
。
同
日
の
中
央
執
行
委
員
会
で
ジ
ノ
ヴ
ィ
エ
フ
が
問
題
を
的
確
に
整
理
し
た
発
言
を
行
な
っ
て
い
る
の

で
引
用
し
て
お
く
。

　
「
憲
法
制
定
議
会
が
、
第
二
回
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
の
綱
領
を
承
認
し
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
を
認
め
る
な
ら
ば
、
同
議
会
は
認
容
さ
れ
る
。
も
し

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
同
議
会
は
社
会
革
命
の
路
辺
の
一
石
と
な
り
、
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
は
そ
れ
を
除
去
す
る
で
あ
ろ
う
。
憲
法
制
定
議
会
は

ソ
ヴ
ェ
ト
の
亡
骸
の
上
に
の
み
自
ら
の
綱
領
を
実
現
す
る
し
か
な
く
な
る
が
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
の
　
　
　
の
　
の
　
の
　
む

　
憲
法
制
定
議
会
の
召
集
に
あ
た
っ
て
、
全
露
中
央
執
行
委
員
会
は
、
同
時
期
の
一
月
八
日
に
全
露
労
兵
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
を
、
一
月
十
五

Q
。
。
。
。
。
。
Q
。
。
。
。
。
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。
。
。
　
　
　
　
　
　
。
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。
。
Q
。
Q
。
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O
O
・
・
。
・
Q
Q
・
・
。
。
・
Q
…
。
Q
㈲

日
に
全
露
農
民
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
を
召
集
す
る
で
あ
ろ
う
。
被
抑
圧
大
衆
が
憲
法
制
定
議
会
に
対
し
て
判
決
を
く
だ
す
た
め
に
で
あ
る
。
」

　
か
く
て
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
は
、
「
四
百
名
の
議
員
の
出
席
を
も
っ
て
定
足
数
と
す
る
全
・
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
の
開
会
日
を
一
九
一
八
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

一
月
五
日
と
宣
言
す
る
」
と
の
決
定
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

ω
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
（
邦
訳
・
大
月
書
店
版
）
⑳
二
四
七
頁
。

②
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
二
五
五
頁
。

③
〕
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
二
五
九
頁
。

④
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
二
六
四
頁
。

⑤
　
第
二
回
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
と
憲
法
制
定
議
会
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
ジ
ェ
ド
フ
（
騨
寡
h
9
8
）
と
ゴ
・
ジ
ェ
ッ
キ
ー
（
P
騨
「
8
0
消
2
ズ
醤
邸
）

　
の
間
に
興
味
深
い
議
論
が
か
わ
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ェ
ド
フ
は
ソ
ヴ
ェ
ト
大
会
を
《
新
し
い
型
の
特
殊
な
憲
法
制
定
議
会
》
で
あ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
を

　
大
会
が
実
際
に
《
国
家
の
新
し
い
型
を
創
設
》
し
て
自
己
の
諸
決
定
を
法
律
と
し
て
確
定
し
た
こ
と
に
求
め
る
（
O
客
員
の
h
o
9
冥
＝
‘
望
場
の
h
＝
冨

自
臣
器
惹
窓
胃
8
穿
。
℃
。
8
切
8
℃
。
。
轟
突
。
弓
。
畠
8
岩
∩
。
器
月
8
麟
．
民
。
弱
自
ご
髪
。
莞
o
。
，
ω
臣
器
臣
。
の
8
℃
自
①
霞
邸
《
さ
・

　
　
全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
一



　
　
全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
二

　
器
亭
∩
閃
8
h
旨
畠
突
o
『
o
δ
℃
＝
h
ヨ
巴
諾
寧
富
》
噛
ヲ
o
o
」
3
停
3
℃
ヒ
》
）
。
ゴ
ロ
ジ
ェ
ツ
キ
ー
は
こ
れ
を
狭
艦
な
法
律
家
的
見
地
で
あ
る
と
批
判
し
、

　
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
国
家
の
創
設
と
異
な
り
、
ソ
ヴ
ェ
ト
的
国
家
機
構
の
創
設
は
、
臨
時
的
行
為
で
は
な
い
。
こ
の
過
程
は
ソ
ビ
ェ
ト
権
力
が
ロ
シ
ア

　
の
全
領
域
に
確
立
さ
れ
た
全
時
期
、
即
ち
一
九
一
七
年
十
月
か
ら
一
九
一
八
年
二
月
ま
で
の
時
期
と
合
致
す
る
。
」
と
主
張
す
る
。
彼
は
結
局
ジ
ェ
ド

　
フ
が
「
そ
こ
に
お
い
て
ソ
ヴ
ェ
ト
権
力
の
創
生
が
ソ
ヴ
ェ
ト
憲
法
の
基
礎
を
採
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
了
し
た
と
こ
ろ
の
第
三
回
全
露
ソ
ヴ
ェ
ト

　
大
会
」
の
特
質
を
正
確
に
把
え
て
い
な
い
と
結
論
し
て
い
る
。
（
「
o
℃
o
h
2
民
＝
評
国
・
＝
‘
℃
o
美
h
窪
器
O
畠
魯
突
0
3
『
o
昌
岩
℃
自
器
這
嵩
ー

　
一
〇
一
〇
〇
弓
7
3
マ
o
o
9
一
8
9
三
9
盃
薗
）
こ
の
論
議
に
つ
い
て
の
言
及
が
レ
ス
ノ
イ
の
論
文
で
な
さ
れ
て
い
る
。
（
』
o
畠
o
評
国
三
こ
O
o
員
奉
ヤ

謹
3
圭
①
突
雷
℃
①
頃
。
墓
暑
国
＝
り
。
昌
岩
ヌ
冨
①
臣
慧
＞
目
9
。
冨
」
3
マ
。。
N
』
舅
三
〇
突
。
国
突
0
8
ぎ
濫
①
℃
畠
↓
。
憲
）

⑥
　
拙
稿
『
十
月
革
命
へ
の
道
に
於
け
る
全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
ー
ロ
シ
ア
革
命
と
憲
法
制
定
議
会
1
・
i
』
早
大
法
研
論
集
第
九
号
二
二
五
ー

　
六
頁
を
見
よ
。

ω
　
例
え
ば
、
平
館
利
雄
『
。
ハ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
と
十
月
革
命
i
比
較
社
会
主
義
論
序
説
』
（
民
衆
社
）
二
〇
九
頁
、
中
村
義
知
『
ロ
シ
ァ
憲
法
制

　
定
議
会
の
召
集
と
そ
の
解
散
五
』
（
広
島
大
学
『
政
経
論
叢
』
一
三
巻
五
・
六
号
）
二
一
六
頁
参
照
。

⑧
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
二
四
四
－
五
頁
。

⑨
　
後
に
、
労
兵
・
農
民
両
全
露
ソ
ビ
ェ
ト
の
統
一
の
過
程
で
憲
法
制
定
議
会
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
実
質
的
に
も
消
滅
し
、
そ
の
対
極
で
議
会
が
反

　
革
命
勢
力
の
拠
点
と
化
し
た
時
点
に
お
い
て
、
ソ
ビ
ェ
ト
政
府
が
議
会
の
解
散
を
決
定
し
た
と
い
う
史
実
を
み
る
時
、
「
結
合
型
」
理
論
の
弁
証
法

　
が
容
易
に
理
解
さ
れ
得
る
。

⑯
O
客
』
①
岳
o
評
気
歪
ω
・
8
‘
●
』
も
。
鐸

　
　
ま
た
レ
ー
ニ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。
「
だ
い
た
い
ブ
ル
ジ
ョ
ア
議
会
が
ず
っ
と
以
前
か
ら
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
つ
い
最
近
に
な
っ

　
て
か
ら
で
あ
る
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
て
、
広
範
な
勤
労
大
衆
が
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
を
採
用
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ァ
民
主
主
義
議
会
を
解
散
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ヨ
　
　
じ
　
　
セ
　
　
ち
　
　
じ
　
　
も
　
　
じ
　
　
う
　
　
ち
　
　
も
　
　
む
　
　
じ
　
　
じ
　
　
い

　
（
あ
る
い
は
解
散
す
る
の
を
ゆ
る
す
こ
と
）
に
ど
れ
だ
け
の
用
意
が
で
き
て
い
た
か
（
思
想
的
に
、
政
治
的
に
、
実
践
的
に
）
が
問
題
な
の
だ
か
ら

　
で
あ
る
。
」
（
『
共
産
主
義
に
お
け
る
「
左
翼
」
小
児
病
』
国
民
文
庫
版
六
四
頁
）

⑪
O
寧
三
臣
碁
国
・
コ
‘
霞
3
0
℃
§
ゆ
窪
莫
o
『
o
O
義
凶
9
節
8
竃
ω
｝
o
も
●
O
曽
、
一
〇
葵
三
〇
突
塁
．



　
　
尚
お
こ
の
時
期
に
関
す
る
国
家
理
論
上
の
諸
問
題
－
例
え
ば
《
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
旧
国
家
機
構
破
壊
》
の
テ
ー
ゼ
と
「
結
合
型
」
と
の
関
連
等

　
1
に
つ
い
て
は
、
別
稿
（
『
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
と
プ
・
レ
タ
リ
ア
革
命
の
論
理
i
ロ
シ
ア
革
命
と
憲
法
制
定
議
会
亙
』
）
と
し
て
発
表
の
機

　
会
を
得
た
い
と
考
え
て
い
る
。

⑫
　
『
ソ
連
邦
共
産
党
史
・
最
新
版
』
国
民
文
庫
版
第
二
分
冊
三
七
一
－
三
頁
を
参
照
。
カ
ー
メ
ネ
フ
ら
は
「
エ
ス
エ
ル
と
メ
ン
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
要
求

　
に
譲
歩
し
て
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
は
取
る
に
た
り
な
い
役
割
し
か
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
『
社
会
主
義
統
一
政
府
』
を
つ
く
る
こ
と
」
を
主

　
張
し
た
。

⑬
　
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
の
は
、
階
級
闘
争
の
承
認
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
の
承
認
に
ま
で
お
し
ひ
ろ
げ
る
人
だ
け
で
あ
る
。
」
（
レ
ー

　
ニ
ン
『
国
家
と
革
命
』
岩
波
文
庫
版
五
二
頁
）

α
ゆ

　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
二
八
二
－
三
叫
五
頁
。

⑮
　
三
＝
誠
罫
気
民
器
8
8
‘
‘
自
P
O
曽
。

⑯
員
①
岩
①
↓
＝
∩
o
器
↓
突
呂
国
』
碧
冒
・
↓
o
蜜
一
・
自
掌
謡
南
9

　
　
尚
お
こ
の
問
の
具
体
的
経
緯
に
つ
い
て
は
、
切
‘
昌
旨
昌
俸
コ
筈
震
一
↓
富
ω
o
一
の
3
雲
篤
幻
宰
o
ε
謡
8
。
這
一
刈
占
曽
Oo
｝
U
O
窪
ヨ
窪
房
雪
α

　
】
≦
暮
o
ユ
巴
9
（
一
〇
ω
一
）
℃
℃
．
巽
：
9

⑬
　
切
仁
昌
網
き
ゃ
困
筈
R
」
玄
阜
℃
マ
ω
ホ
と
S

⑱
　
ロ
シ
ア
全
国
が
七
八
選
挙
区
に
分
け
ら
れ
、
各
選
挙
単
位
の
有
権
者
に
従
っ
て
比
例
配
分
さ
れ
た
議
員
定
数
を
基
礎
に
、
各
政
治
団
体
が
定
員
に

　
合
わ
せ
て
優
先
ナ
ン
バ
ー
を
つ
け
た
候
補
者
名
薄
を
提
出
し
た
。
当
選
者
は
当
該
選
挙
区
で
の
各
党
（
リ
ス
ト
）
の
得
票
率
に
比
例
し
て
配
分
さ
れ

　
る
も
の
で
あ
っ
た
。
選
挙
民
は
結
局
、
特
定
の
個
人
に
票
を
投
ず
る
の
で
は
な
く
、
各
党
派
の
名
薄
を
選
択
す
る
か
た
ち
に
な
り
、
政
党
支
持
を
直

　
接
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
尚
お
選
挙
規
程
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
一
一
九
頁
参
照
。

⑲
三
臣
9
望
歪
ω
．
8
‘
』
も
●
旨
O
．

㈹
∩
琴
↓
Ω。
竃
茶
ρ
o
も
．
O
ω
9

　
　
ナ
ボ
コ
フ
は
、
全
地
方
選
挙
委
員
会
に
対
し
て
選
挙
直
前
の
十
一
月
七
目
に
次
の
よ
う
に
打
電
し
て
い
る
。
「
ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
、
モ
ス
ク
ワ
、

　
　
全
・
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
三



全
・
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題

三
四
四

　
そ
の
他
の
諸
都
市
で
起
き
た
憂
う
べ
き
事
件
は
、
選
挙
に
関
す
る
全
作
業
に
対
し
て
最
も
好
ま
し
か
ら
ぬ
、
困
難
さ
を
も
っ
て
反
映
し
て
い
る
。
」

　
「
ロ
シ
ア
の
多
く
の
地
方
で
〔
十
月
〕
事
件
は
テ
ロ
ル
を
伴
な
っ
た
完
全
な
無
政
府
社
会
を
招
来
さ
せ
た
。
選
挙
は
、
人
民
の
代
表
を
歪
め
る
恐
れ

　
の
あ
る
内
乱
と
内
訂
の
緊
張
し
た
雰
囲
気
の
う
ち
で
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」

⑳
　
O
窮
還
寓
葵
ρ
9
P
O
賠
り
ま
た
ア
ジ
ア
ア
フ
リ
カ
研
究
所
訳
『
ロ
シ
ア
大
十
月
革
命
史
』
四
六
二
ー
六
三
頁
を
参
照
せ
よ
。
地
方
に
お
け
る

　
選
挙
状
況
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
ラ
ド
キ
ー
の
著
作
が
あ
る
。
園
毘
ざ
ざ
ρ
国
4
↓
訂
田
0
9
一
〇
昌
8
昏
o
国
5
臥
岩
O
o
拐
島
ε
o
旨
＞
器
㊦

　
ヨ
び
ぞ
9
お
嵩
．
O
帥
3
酵
崔
鵯
」
0
8
”
℃
や
髪
γ
0
9
さ
ら
に
地
方
ソ
ビ
ェ
ト
の
確
立
と
の
関
連
か
ら
す
る
研
究
と
し
て
曳
3
壁
畠
』
o
躍
属
o
O
畠
？

　
↓
突
呂
ゆ
き
o
壁
器
三
①
3
9。
図
切
一
〇
蜀
占
〇
一
〇〇
3
宕
図
●
国
匡
逗
負
国
8
℃
o
笹
這
切
0
3
0
6
臣
鉾

の
　
同
ビ
ュ
ー
ロ
ー
の
選
出
は
十
一
月
九
日
に
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
後
同
月
十
九
f
二
八
日
に
か
け
て
創
立
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。

偽
O
田
≡
髪
慧
”
＝
■
聖
国
8
屋
切
＝
α
o
℃
o
切
切
o
浮
8
0
8
憲
突
o
o
『
后
費
胃
窪
臣
o
①
8
9
塁
莞
《
り
2
℃
箸
象
o
陣
℃
8
9
δ
耳
醤
寓

　
一
〇
一
『
ー
一
〇
一
Qo
弓
『
・
》
一
〇
一
QQ
・
』
≦
O
O
民
閃
薗
。

㈱
　
レ
ー
ニ
ン
『
憲
法
制
定
議
会
の
選
挙
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
』
全
集
⑳
所
収
。

爾
＞
O
マ
切
8
℃
o
R
憲
突
o
①
》
壱
の
誉
↓
窪
臣
o
Φ
8
α
℃
薗
臣
φ
お
ω
O
・
三
〇
突
器
・

㈲
O
琴
「
8
貴
賃
民
轟
．
気
憲
ω
。
8
‘
“
3
マ
麻
ω
？
ω
S

㈱
　
菊
魯
男
区
ぎ
ざ
o
宰
o
凶
e

爾
O
；
9
も
臣
噂
尊
三
‘
§
碧
窪
臨
諄
℃
冒
属
切
「
忘
製
h
塁
震
o
邸
閃
o
蕾
o
切
℃
0
8
葵
一
〇
ミ
占
旨
O
『
7
3
や
鵠
”
一
3
0。
・
三
〇
〇
臣
薗
。

㈲
　
り
o
勺
o
＞
2
蚕
箪
気
釜
ω
・
8
ヂ

G
◎
　
O
冒

寝
鮮
望
盃
ω
・
8
～
o
も
・
挙
忽
℃
8
℃
・
＆
？
鱒
伊

¢
D

　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
二
七
〇
頁
。

G
2　
資
料
は
主
と
し
て
ス
ピ
ー
リ
ン
の
統
計
表
に
依
っ
た
。
各
党
得
票
率
に
つ
い
て
の
評
価
と
し
て
ミ
ン
ツ
前
掲
書
九
二
八
ー
九
頁
、
農
村
の
選
挙
に

　
つ
い
て
は
、
ラ
ド
キ
ー
前
掲
書
及
び
長
尾
久
『
ロ
シ
ヤ
十
月
革
命
の
研
究
』
四
〇
九
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
中
村
義
知
・
阪
野
亘
両
教
授
は
、
こ
の

　
よ
う
な
投
票
結
果
を
導
い
た
原
因
と
し
て
、
時
期
、
名
薄
、
選
挙
委
員
会
等
の
「
技
術
的
理
由
」
、
及
び
当
時
ロ
シ
ア
が
農
民
国
で
あ
っ
た
こ
と
を



　
共
通
し
て
あ
げ
、
さ
ら
に
中
村
教
授
は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
が
「
勝
つ
た
め
の
必
要
で
可
能
な
全
力
を
注
が
」
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る

　
が
、
そ
の
充
分
な
資
料
的
根
拠
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
前
掲
中
村
論
文
一
二
七
－
一
三
六
頁
。
阪
野
亘
『
十
月
革
命
時
に
お
け
る
憲
法
制
定
議
会

　
と
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
戦
術
』
（
大
阪
大
学
『
阪
大
法
学
』
二
九
号
）
四
〇
ー
四
一
頁
。

G
⇒
　
藤
田

勇
『
ロ
シ
ア
革
命
に
お
け
る
国
家
と
法
』
（
中
央
公
論
社
版
『
ロ
シ
ア
革
命
の
研
究
』
所
収
）
六
八
｝
頁
参
照
。

β
④

　
O
客
胃
o
℃
o
h
o
髪
鵠
芦
望
葦
ω
ひ
。
2
■

鱒
　
O
寧
↓
睾
製
φ
自
マ
3
鐘
N
鉾
さ
ら
に
新
美
治
一
『
十
月
革
命
と
ソ
ビ
エ
ト
軍
隊
の
形
成
（
法
史
的
概
観
）
』
（
名
古
屋
大
学
『
法
政
論
集
』
五

　
五
号
）

¢
δ

　
直
川
誠
蔵
『
レ
ー
ニ
ン
と
労
働
者
統
制
ー
一
一
月
一
四
日
布
告
を
中
心
と
し
て
ー
』
（
法
律
文
化
社
刊
『
レ
ー
ニ
ン
の
国
家
・
法
の
理
論
』

　
所
収
）
及
び
笹
川
儀
三
郎
『
ソ
ビ
エ
ト
エ
業
管
理
史
論
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

e
リ

　
レ
ー
ニ
ン
『
憲
法
制
定
議
会
の
選
挙
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
独
裁
』
全
集
⑳
。

爾
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
二
五
四
－
六
頁
。

紛
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
二
五
八
頁
。

㈲
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
＝
六
二
頁
。

㈲
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
二
六
三
－
六
頁
。

幽
　
　
『
国
家
と
革
命
』
（
レ
！
ニ
ン
）
の
理
論
が
実
践
に
う
つ
さ
れ
た
。

㈲
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
二
六
一
頁
。

㈲
　
O
客
ま
臨
＝
F
望
臣
ω
。
8
ヂ
β
℃
．
旨
O
●

㈹
　
レ
ー
ニ
ン
『
召
還
権
に
つ
い
て
の
布
告
草
案
』
全
集
⑳
三
四
四
i
五
頁
。

㈹
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
三
四
六
－
八
頁
。

㈲
　
員
突
℃
露
匡
O
o
零
↓
突
o
邸
雪
酋
2
罫
8
言
一
一
〇
も
，
一
一
望
二
〇
・

鰺
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
三
四
七
頁
。

　
　
全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
五



全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題

三
四
六

㈹
・
⑳
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
三
四
六
－
七
頁
。

⑳
・
6
2
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
三
四
七
ー
八
頁
。

碕
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
三
四
八
頁
。

6
ゆ

　
以
下
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
三
四
四
－
五
頁
。
こ
の
布
告
草
案
の
中
に
、
《
革
命
家
》
と
し
て
の
レ
ー
ニ
ン
と
《
法
律
家
》
と
し
て
の
レ
ー
ニ
ン
の
完

　
全
な
統
一
を
見
い
だ
す
の
は
、
ひ
と
り
筆
者
に
と
ど
ま
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

鱒
　
例
え
ば
プ
ス
コ
フ
の
農
民
県
ソ
ヴ
ェ
ト
は
、
r
・
K
・
ポ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
を
、
　
ス
モ
レ
ン
ス
ク
・
ソ
ヴ
ェ
ト
は
E
・
K
・
ブ
レ
シ
コ
”
ブ
レ
シ

　
コ
フ
ス
カ
ヤ
、
A
・
A
・
ア
ル
グ
ー
ノ
フ
、
B
・
B
・
ポ
ド
ビ
ツ
キ
ー
を
リ
コ
ー
ル
し
た
。
十
二
軍
団
代
表
者
大
会
は
、
H
・
丑
・
ア
ヴ
グ
セ
ン
チ

　
ェ
フ
、
A
・
P
・
ゴ
ー
ッ
等
を
召
還
し
た
。
他
の
被
召
還
議
員
の
中
に
は
、
カ
デ
ッ
ト
の
重
鎮
U
・
H
・
ミ
リ
ュ
ー
コ
フ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
O
ざ

　
三
臣
亭
気
憲
ω
・
8
‘
・
3
マ
O
o
o
鈍
寓
3
0
窓
国
ズ
雲
寓
》
｝
…
3
§
o
突
9
コ
碧
↓
重
O
o
器
↓
突
o
『
o
O
o
δ
ω
角
・
↓
o
寓
ω
（
三
巷
↓
一
〇
嵩
ま
巷
↓

　
一
〇
一
〇
〇
『
）
3
マ
お
ド
さ
ら
に
前
掲
『
ロ
シ
ア
十
月
大
革
命
史
』
四
六
四
頁
を
参
照
。

6
㊦

　
】
W
β
ロ
冨
昌
印
固
ω
富
き
8
．
o
一
亘
b
マ
ω
9
τ
田
。

6
り

》
①
壱
①
弓
匡
O
畠
曾
突
o
詠
雪
碧
望
、
↓
o
竃
一
も
も
●
一
墨

・
　
切
β
昌
鴫
帥
昌
俸
閃
凶
昏
R
｝
o
マ
9
ρ
戸
oo
9
。

㈲
　
　
『
ロ
シ
ア
大
十
月
革
命
史
』
四
六
三
f
四
頁
。

㊨
①

　
国
β
ヨ
勢
昌
俸
悶
一
ω
冨
き
o
や
9
鉾
℃
℃
●
ω
零
占
O
●

6
D　
選
挙
委
員
会
の
諸
活
動
は
全
て
誰
弁
に
よ
っ
て
塗
り
固
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
前
提
と
す
る
憲
法
制
定
議
会
の
選
挙
は
誰
が
（
ど
の
政
府
が
）
施

　
行
し
た
の
か
。
彼
ら
の
是
と
す
る
旧
臨
時
政
府
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
非
と
す
る
新
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
で
あ
っ
た
の
か
。
事
態
の
本
質
は
、
あ
ま
り

　
に
も
明
々
白
々
で
あ
っ
た
。
ミ
ン
ツ
臼
く
「
反
ソ
ヴ
ェ
ト
デ
モ
の
組
織
に
よ
っ
て
、
カ
デ
ッ
ト
は
、
誰
が
単
一
の
目
的
の
下
に
個
々
の
反
革
命
の
鎖
環

　
を
結
合
し
て
い
る
か
、
誰
が
全
ロ
シ
ア
的
反
革
命
の
参
謀
部
の
役
を
果
た
し
て
い
る
か
を
明
示
し
た
」
と
。
　
（
三
国
＝
月
讐
望
歪
ω
・
8
タ
自
P
8
N
）

㊨
2

　
前
掲
中
村
論
文
一
三
九
頁
。

圃
　
前
掲
藤
田
論
文
（
六
八
二
－
三
頁
）
が
論
争
を
的
確
に
整
理
し
て
い
る
。



6
φ

冴
曾
置
冨
量
工
・
』
実
ξ
「
冒
需
崔
器
き
ぎ
3
9
9
壁
巽
3
℃
」
鴇
（
歪
。
）

絢
　
カ
ー
に
よ
れ
ば
、
ブ
ハ
ー
リ
ン
は
「
立
憲
制
の
幻
想
が
今
な
お
広
汎
な
大
衆
の
中
に
生
き
て
い
る
」
と
い
う
理
由
で
、
議
会
召
集
を
支
持
し
た
。

　
彼
は
《
器
ぎ
一
暮
一
8
0
員
8
昌
く
窪
ユ
8
》
　
に
変
せ
ら
れ
た
新
議
会
の
「
手
を
経
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
か
ら
社
会
主
義
革
命
へ
の
移
行
を
遂
行
す
る

　
こ
と
」
を
提
案
し
た
。
E
・
H
・
カ
：
「
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
革
命
①
」
（
邦
訳
・
み
す
ず
書
房
刊
）
九
八
頁
。
9
タ
国
串
℃
↓
ぽ
bご
o
一
昌
磐
一
犀

　
園
o
〈
O
一
暮
凶
8
這
嵩
占
O
器
”
〈
O
一
・
一
℃
戸
嵩
軸
（
勺
8
の
β
首
ぴ
O
O
冨
）
尚
お
十
一
月
二
九
日
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
中
央
委
員
会
の
模
様
に
つ
い
て
は

　
ω
信
昌
矯
帥
口
印
閃
凶
ω
冨
き
o
P
息
け
b
●
ω
臼
。
を
見
よ
。

㈹
9
も
巻
塁
目
↓
。
蕾
”
芽
串
3
雪
畢
3
℃
」
旨
眞
‘
三
ε
8
鼻
φ
F
口
巷
望
諭
＝
9
器
冒
切
身
望
9
ぴ
突
息
評
零
馨
唇
ヂ

　
3
マ
一
〇〇
〇
〇
●
一
8
①
・
三
〇
突
器
・

働
O
冬
「
8
0
潟
昊
慧
’
気
鋸
。
。
・
8
‘
』
も
。
駐
㌍
雪

鰺
　
レ
ー
ニ
ン
『
農
民
に
た
い
す
る
農
民
代
表
第
二
回
全
ロ
シ
ア
大
会
の
激
の
草
案
』
全
集
⑳
三
七
七
ー
八
二
頁
を
参
照
。

鱒
　
レ
ー
ニ
ン
全
集
⑳
三
六
七
頁
。

⑩
　
ス
テ
イ
ン
ベ
ル
ク
『
左
翼
社
会
革
命
党
一
九
一
七
ー
一
九
一
二
』
（
蒼
野
和
人
訳
、
鹿
砦
社
）
五
七
頁
。

⑳
　
ス
テ
イ
ン
ベ
ル
ク
前
掲
書
五
九
頁
。

⑫
　
ス
テ
イ
ン
ベ
ル
ク
『
左
翼
エ
ス
・
エ
ル
戦
闘
史
』
（
蒼
野
・
久
坂
訳
、
鹿
砦
社
）
一
八
四
頁
。

⑱
　
ス
テ
イ
ン
ベ
ル
ク
『
左
翼
社
会
革
命
党
一
九
一
七
ー
一
九
二
一
』
五
九
頁
、
ま
た
同
書
四
五
頁
を
も
参
照
せ
よ
。

⑳
・
㈲
　
ス
テ
イ
ン
ベ
ル
ク
前
掲
書
四
八
－
九
頁
。

⑯
　
レ
！
ニ
ン
全
集
⑳
三
八
八
i
九
二
頁
。

⑳
　
ω
¢
口
網
餌
ロ
欝
コ
の
『
o
き
o
ロ
9
0
凶
梓
●
戸
ω
O
S

爾
員
突
℃
①
戻
嗣
O
畠
雪
突
o
陣
切
琵
o
望
．
↓
o
竃
ピ
o
も
・
譜
①
●

全
ロ
シ
ア
憲
法
制
定
議
会
選
挙
を
め
ぐ
る
諸
問
題

三
四
七


